
一

は

じ

め

に

元
代
の
法
律
書
で
あ
る

『

元
典
章』

刑
部
に
収
め
ら
れ
る
刑
事
裁
判
案
件
に
つ
い
て
述
べ
る

(

�)

。
元
初
、
至
元
八

(

一
二
七
一)

年

以
前
、
中
央
で
審
理
さ
れ
る
刑
事
裁
判
案
件
の
多
く
は
法
司
、
部

(

中
書
刑
部
な
い
し
は
刑
部
に
あ
た
る
部
局)

、
都
省

(

中
書
都

省)

の
三
段
階
の
判
断
を
経
て
完
結
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
最
初
に
案
件
の
判
断
に
あ
た
っ
た
法
司
に
つ
い
て
宮
崎
市
定
氏
は
、

元
典
章
の
至
元
八
年
以
前
の
記
事
に
頻
繁
に
見
え
る
法
司
な
る
衙
門
が
何
で
あ
つ
た
か
は
、
実
は
あ
ま
り
明
瞭
で
な
い
。
法
司

は
普
通
の
用
例
で
は
大
理
寺
を
指
す
が
、
大
理
寺
は
元
史
の
百
官
志
に
は
出
て
こ
な
い
。
元
史
の
百
官
志
で
法
司
に
当
た
り
そ

う
な
官
名
を
探
せ
ば
、
断
事
官
で
あ
る
が
、
元
史
の
断
事
官
に
関
す
る
記
事
は
説
明
が
不
明
瞭
な
た
め
正
体
が
つ
か
み
に
く
く
、

従
っ
て
法
司
が
断
事
官
で
あ
る
と
も
確
言
で
き
な
い
。
只
一
つ
明
白
な
こ
と
は
、
第
一
審
に
当
た
る
法
司
は
金
の
泰
和
律
を
墨
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守
し
て
擬
刑
を
行
つ
て
い
た
衙
門
で
あ
つ
て
、
犯
罪
に
対
し
て
常
に
旧
例
な
る
も
の
を
引
用
し
て
、
刑
を
擬
し
て
い
る
が
、
こ

の
旧
例
な
る
も
の
は
諸
先
学
の
既
に
説
か
れ
た
如
く
、
金
の
泰
和
律
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
金
律
の
刑
罰
体
系
は
其
の
ま
ま

に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
宋
の
折
杖
法
に
も
比
す
べ
き
、
徒
杖
減
半
法
が
あ
つ
た
の
で
、
法
司
の
任
務
は
犯
罪
事
実
に
つ
い

て
、
泰
和
律
の
該
当
す
る
刑
罰
を
検
出
し
、
更
に
之
を
減
半
法
に
翻
訳
す
る
に
あ
っ
た
。

と
述
べ
、
法
司
が

『
元
史』

百
官
志
に
見
え
る
断
事
官
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
事
実
を
一
先
ず
前
金

王
朝
の
泰
和
律
に
引
き
当
て
て
、
犯
罪
者
の
刑
罰
を
量
っ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
の
刑
罰
を
徒
杖
減
半
法
に
翻
訳
す
る
と
い
う
法
司

の
任
務
を
簡
潔
に
説
明
さ
れ
る

(
�)
。
そ
し
て
ま
た
宮
崎
氏
は
、
法
司
が
断
事
官
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
特
に
注
を
附
し
、

法
司
に
つ
い
て
。
元
に
大
理
寺
が
な
く
、
大
宗
正
府
が
そ
の
役
割
を
勤
め
た
こ
と
は
、
既
に
田
村
実
造
博
士
が
指
摘
さ
れ
た

(

桑
原
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
・
元
朝
札
魯
忽
赤
考)

。
さ
て
元
史
百
官
志
に
／
大
宗
正
府
。
秩
従
一
品
。
国
初
未
有
官
制
。

首
置
断
事
官
。
曰
札
魯
忽
赤
。
会
決
庶
務
。
凡
諸
王�

馬
投
下
蒙
古
色
目
人
等
。
応
犯
一
切
公
事
。
及
漢
人
姦
盗
詐
偽
蠱
毒
厭

魅
誘
掠
逃
駆
軽
重
罪
囚
。
及
辺
遠
出
征
官
吏

(

中
略)
。
九
年
降
従
一
品
銀
印
。
止
理
蒙
古
公
事
。
／
と
あ
つ
て
、
至
元
九
年

か
ら
、
た
だ
蒙
古
の
公
事
の
み
を
理
す
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
、
そ
れ
以
前
は
漢
人
の
刑
名
に
も
関
係
し
て
い
た
わ
け
で
、
法

司
の
擬
刑
が
至
元
八
年
に
罷
め
ら
れ
た
事
実
と
も
合
致
す
る
か
ら
、
法
司
は
即
ち
断
事
官
で
あ
つ
て
よ
い
。
尤
も
元
典
章
の
中

に
、
同
じ
条
の
中
で
断
事
官
と
法
司
の
名
の
出
て
く
る
箇
所
が
あ
る
が

(
四
二
ノ
廿)

、
こ
れ
は
他
の
場
合
で
も
例
え
ば
先
に

行
省
と
い
い
、
後
に
之
を
省
府
と
云
い
か
え
る
場
合
が
あ
る
か
ら
構
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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と
、
本
文
で
は

｢

確
言｣

で
き
な
か
っ
た
法
司
と
断
事
官
と
の
関
係
を
、
こ
こ
で
は
ほ
ぼ
確
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(

�)

。

本
稿
で
は
、
こ
こ
に
引
い
た
宮
崎
氏
の
見
解
を
手
掛
か
り
に
、
法
司
に
つ
い
て
の
理
解
を
い
さ
さ
か
で
も
深
め
て
み
た
い
。

(

�)
正
し
く
は

｢

大
元
聖
政
国
朝
典
章｣

と
い
う
。
江
西
地
方
の
官
府
が
蔵
し
た
行
政
文
書
を
分
類
編
纂
し
て
一
書
を
成
し
た
も
の
と
い

わ
れ
る
。
正
集
は
六
〇
巻
、
詔
令
・
聖
政
・
朝
綱
・
台
綱
・
吏
部
・
戸
部
・
礼
部
・
刑
部
・
兵
部
・
工
部
の
一
〇
篇
二
一
五
五
条
。
新
集

(

至
治
条
例)
は
不
分
巻
、
国
典
・
朝
綱
及
び
六
部
の
八
篇
二
四
一
条
よ
り
成
る
。
と
も
に
編
者
不
詳
。
正
集
は
至
治
元

(

一
三
二
一)

年
頃
、
新
集
は
そ
れ
に
続
い
て
刊
行
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
元
王
朝
は
法
典
を
も
た
な
い
。
そ
の
た
め
下
級
官
庁
に
対
し
て
文
書
で
下
さ

れ
る
上
級
官
庁
の
判
断
や
聖
旨

(

皇
帝
の
み
こ
と
ば)

こ
そ
が
以
後
の
拠
る
べ
き
法
と
な
る
。
こ
の
拠
る
べ
き
法
を
迅
速
に
検
索
す
る
必

要
か
ら
本
書
の
編
纂
が
企
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

宮
崎
市
定

｢

宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構
―
元
典
章
成
立
の
時
代
的
・
社
会
的
背
景｣

(

同
氏

『

ア
ジ
ア
史
研
究』

第
四
冊
所
収
、

東
洋
史
研
究
会)

二
二
六
頁
。

(

�)

同
右
三
〇
〇
頁
以
下
。

二

断
事
官
曲
出
の
所
属

至
元
二

(

一
二
六
五)

年
三
月
十
二
日
、
外
出
先
か
ら
帰
宅
し
た
東
平
路
成
武
県
の
李
松
が
家
屋
内
に
て
妻
阿
耿
を
強
姦
す
る
陳

宝
童
を
発
見
し
、
折
し
も
手
に
し
て
い
た
槐
の
木
棒
で
殺
害
す
る
。
い
わ
ゆ
る
本
夫
に
よ
る
姦
夫
殺
害
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の

処
理
に
つ
い
て
の
顛
末
を
綴
っ
た

[

強
姦
未
遂
の
姦
夫
を
打
ち
殺
す：
打
死
強
奸
未
成
奸
夫]

に
宮
崎
氏
が
法
司
で
あ
る
こ
と
の
可

能
性
を
示
唆
さ
れ
た
断
事
官
が
見
え
る

(

�)

。

こ
の
事
件
、
一
度
は
中
央
で
の
審
理
が
完
結
し
、
李
松
を
死
に
処
す
と
い
う
こ
と
で
一
件
が
落
着
す
る
か
に
み
え
た
が
、
あ
に
は
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か
ら
ん
や
、
中
央
で
の
審
理
完
結
後
に
李
松
が
自
ら
の
供
述
を
翻
し
た
こ
と
か
ら
、
再
度
中
央
で
の
審
理
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
こ
の
再
度
の
審
理
で
李
松
は
保
証
人
を
召
し
て
釈
放
さ
れ
る
。
処
死
か
釈
放
か
の
分
か
れ
目
は
殺
害
さ
れ
た
陳
宝
童
の
強
姦

が
未
遂
だ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
殺
害
直
後
に
成
武
県
で
行
わ
れ
た
取
り
調
べ
で
は
、
取
調
官
張
令
史
の
誘
導
に
従
い
、

陳
宝
童
の
強
姦
が
未
遂
だ
っ
た
と
す
る
虚
偽
の
供
述
を
な
し
た
李
松
が
、
そ
の
供
述
に
基
づ
く
中
央
で
の
審
理
が
完
結
し
た
後
に
先

の
自
ら
の
供
述
を
翻
し
、
陳
宝
童
の
強
姦
が
既
遂
だ
っ
た
と
す
る
真
実
を
語
っ
た
こ
と
か
ら
事
態
は
一
変
す
る
。
案
件
中
、
断
事
官

が
登
場
し
て
く
る
の
は
李
松
が
供
述
を
翻
す
く
だ
り
。
一
度
目
の
審
理
を
完
結
し
た
都
省
は
、
断
事
官
曲
出
と
高
宣
使
と
を
李
松
の

い
る
東
平
路
に
派
遣
し
、
李
松
を
審
問
し
た
う
え
で
死
刑
を
執
行
す
る
よ
う
に
命
ず
る
が
、
こ
の
手
続
き
が
進
め
ら
れ
る
な
か
李
松

が
供
述
を
翻
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
宮
崎
氏
は
こ
こ
に
登
場
す
る
断
事
官
曲
出

(

所
属
官
庁
不
詳)

を
大
宗
正
府
断
事
官
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ

の
こ
と
に
つ
き
確
認
し
て
お
き
た
い
。
断
事
官
は
大
宗
正
府
以
外
に
も
様
々
な
官
庁
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
曲
出
が
そ
の
い
ず
れ
の

官
庁
に
属
し
た
か
を
追
究
し
て
お
く
こ
と
は
、
や
は
り
必
要
だ
ろ
う
。
曲
出
と
同
じ
く
所
属
官
庁
不
詳
の
断
事
官
が
見
え
る

[

有
罪

の
駆
を
殴
り
殺
す：

殴
死
有
罪
駆]

(

至
元
五
＝
一
二
六
八
年
六
月
二
十
七
日
、
上
都
の
住
人
昔
刺
が
独
り
身
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
流
産
し
た
駆
婦
乞
赤
斤
を
劈
柴
で
乱
打
し
、
そ
の
傷
に
よ
っ
て
死
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
案
件)

を
掲
げ
、
断
事
官
曲
出
の
所
属

を
考
え
る
た
め
の
参
考
と
す
る

(

�)

。

至
元
五

(

一
二
六
八)

年
九
月
二
十
一
日
、
承
奉
し
た
中
書
省
の
判
送
。
断
事
官
の
呈
。
審
問
し
た
昔
刺
の
供
述
。
至
元
五
年

三
月
中
に
、
次
妻
及
び
駆
婦
乞
赤
斤
を
引
き
連
れ
て
上
都
に
や
っ
て
ま
い
り
、
住
居
い
た
し
ま
し
た
。
同
年
六
月
二
十
七
日
に
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至
り
、
わ
た
く
し
め
が
家
で
脱
歓
ら
と
飲
酒
い
た
し
て
お
り
ま
す
と
、
妻
咬
瓦
が

｢

乞
赤
斤
が
流
産
し
た｣

と
、
う
っ
か
り
漏

ら
し
ま
し
た
の
で
、｢

お
れ
は
ま
だ
そ
の
件
に
つ
い
て
始
末
を
つ
け
て
い
な
い
。
ど
こ
で
流
産
し
た
ん
だ｣

と
、
彼
女
を
問
い

た
だ
し
ま
た
が
、
妻
は
あ
え
て
本
当
の
と
こ
ろ
を
話
そ
う
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ふ
と
ど
き
に
も
劈
柴

(

引
き
裂
い
た

柴)
で
頭
部
か
ら
全
身
に
か
け
て
乞
赤
斤
を
乱
打
し
、
そ
の
傷
に
よ
っ
て
彼
女
を
死
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

法
司
が

判
断
す
る
。
昔
刺
が
供
述
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
な
わ
ち
奴
婢
に
罪
が
あ
り
、
主
が
そ
れ
を
殴
っ
た
結
果
と
し
て
死
亡
さ
せ
て
し

ま
っ
た
場
合
で
あ
る
。
旧
例
で
は
、
奴
婢
に
罪
が
あ
り
、
官
司
に
請
う
こ
と
な
く
殺
害
し
た
者
は
杖
一
百
と
す
る
。
罪
が
な
い

の
に
殺
害
し
た
者
は
徒
一
年
と
す
る
。
も
し
奴
婢
が
過
ち
を
犯
し
た
た
め
に
懲
罰
を
加
え
、
そ
の
結
果
死
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た

者
は
罪
を
論
じ
な
い
。
本
件
昔
刺
は
駆
婦
乞
赤
斤
が
独
り
身
で
あ
り
な
が
ら
妊
娠
す
る
と
い
う
過
ち
を
犯
し
た
た
め
に
劈
柴
で

殴
打
し
、
そ
の
傷
に
よ
り
結
果
と
し
て
死
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
故
殺
と
同
じ
と
は
し
難
く
、
ま
さ
に
罪
の
あ
る

駆
を
殴
り
、
結
果
と
し
て
死
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
場
合
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
昔
刺
は
罪
を
問
う
べ
き
で
は
な
い
。

本
部
が
参
詳
す
る
。
昔
刺
は
駆
婦
乞
赤
斤
が
独
り
身
で
あ
り
な
が
ら
流
産
し
た
こ
と
に
つ
い
て
自
ず
か
ら
官
司
に
赴
き
陳
告
す

べ
き
で
あ
り
、
駆
口
に
罪
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
自
ら
打
ち
つ
け
、
そ
の
結
果
死
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
と
い
う
体
例
が

別
に
あ
る
訳
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
昔
刺
が
官
司
に
赴
い
て
乞
赤
斤
が
流
産
し
た
こ
と
を
陳
告
せ
ず
、
自
ら
劈
柴
で
彼
女
の

全
身
か
ら
頭
部
に
か
け
て
乱
打
し
た
結
果
死
亡
さ
せ
、
そ
の
屍
を
ひ
そ
か
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
無
罪
と
は
し
難
い
。
こ

の
昔
刺
が
犯
し
た
件
に
つ
い
て
は
杖
二
十
七
下
と
量
決
す
る
。
部
が
都
省
に
上
呈
す
る
。
照
験
せ
ら
れ
よ：

至
元
五
年
九
月
二

十
一
日
、
承
奉
中
書
省
判
送
。
断
事
官
呈
。
審
問
到
昔
刺
状
招
。
不
合
於
至
元
五
年
三
月
内
、
将
引
次
妻
并
駆
婦
乞
赤
斤
、
前

去
上
都
住
坐
。
至
六
月
二
十
七
日
、
昔
刺
因
与
脱
歓
等
於
本
家
飲
酒
、
有
妻
咬
瓦
失
言
道
、
乞
赤
斤
小
産
了
。
昔
刺
回
道
、
我
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不
曾
収
拾
、
那
裏
得
小
産
来
。
問
当
本
婦
、
抵
諱
不
肯
実
説
。
以
此
用
劈
柴
、
於
乞
赤
斤
沿
身
并
頭
上
乱
打
、
因
傷
身
死
。

法
司
擬
。
昔
刺
所
招
、
即
係
奴
婢
有
罪
而
殴
致
死
事
理
。
旧
例
、
奴
婢
有
罪
、
不
請
官
司
而
殺
者
杖
一
百
。
無
罪
而
殺
者
徒
一

年
。
若
有
愆
罪
決
罰
致
死
者
勿
論
。
今
昔
刺
為
駆
婦
乞
赤
斤
無
夫
有
孕
、
用
劈
柴
殴
打
、
因
傷
致
死
、
難
同
故
殺
。
合
得
有
罪

殴
致
身
死
。
其
昔
刺
不
合
治
罪
。
本
部
参
詳
。
昔
刺
駆
婦
乞
赤
斤
無
夫
小
産
、
自
合
赴
官
陳
告
、
別
無
駆
口
有
罪
自
打
致
死
体

例
。
其
昔
刺
不
行
赴
官
陳
告
、
自
用
劈
柴
、
沿
身
并
頭
上
乱
打
致
死
、
暗
行
埋�

、
難
擬
無
罪
。
拠
昔
刺
所
犯
量
決
二
十
七
下
。

呈
省
。
照
験
。

本
案
は
断
事
官
の
呈
に
認
め
ら
れ
た
昔
刺
の
供
述
と
法
司
以
下
、
中
書
省
で
行
わ
れ
た
判
断
よ
り
な
る
。
断
事
官
が
昔
刺
を
取
り

調
べ
て
得
た
供
述
を
認
め
上
呈
し
、
そ
の
供
述
に
基
づ
い
て
、
昔
刺
の
刑
罰
が
中
書
省
で
審
理
さ
れ
る
過
程
が
、
そ
の
ま
ま
文
書
と

し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
断
事
官
の
呈
を
受
け
た
中
書
省
が
昔
刺
に
科
す
る
刑
罰
の
判
断
に
入
る
と
い
う
形
を
と

る
が
、
こ
の
こ
と
は
自
ず
か
ら
、
こ
こ
に
見
え
る
所
属
官
庁
不
詳
の
断
事
官
が
中
書
省
の
断
事
官
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
推
測

さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
文
書
行
移
の
次
第
と
し
て
、
中
書
省
以
外
の
断
事
官
の
呈
を
中
書
省
が
直
接
に
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
そ
う

し
た
場
合
に
は
、
当
該
断
事
官
が
自
ら
の
所
属
す
る
官
庁
の
長
官
あ
て
に
先
ず
上
呈
を
し
、
そ
の
長
官
経
由
で
上
呈
内
容
が
中
書
省

に
送
達
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
本
案
断
事
官
の
所
属
が
明
記
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
中
書
省
の
断
事
官
な
ら
ば

こ
そ
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
書
省
内
部
で
の
文
書
の
行
移
な
の
で
、
こ
と
さ
ら
に

｢

中
書
省
断
事
官
の
呈｣

と
官
庁
名
を
記
す
必

要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
案
と
対
比
し
て
、
例
え
ば
、
枢
密
院
の
管
轄
下
で
発
生
し
た
事
件
に
つ
き
中
書
省
が
判
断
す
る

[

姪
を
打
ち
殺
す：

打
死
姪]
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(
至
元
四
＝
一
二
六
八
年
十
二
月
十
二
日
、
米�

が
機
織
り
機
上
の
紵
絲
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
姪
の
米
公
寿
を
木
棒
で
打
ち
殺
し
た

案
件)

を
見
て
み
よ
う

(

�)

。

中
書
省
の
判
送
。
枢
密
院
の
呈
。
米�

が
姪お

い

の
米
公
寿
を
打
ち
殺
し
た
一
件
。
取
り
た
る
米�

の
供
述
。
至
元
四(

一
二
六
七)

年
十
二
月
十
二
日
、
姪
の
米
公
寿
が
機
織
り
機
上
の
紵
絲
三
尺
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
手
で
殴
打
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
米

公
寿
が
ひ
っ
つ
か
み
抵
抗
し
た
た
め
に
、
柳
の
木
棒
を
も
っ
て
彼
の
左
耳
の
後
ろ
を
深
く
打
ち
つ
け
負
傷
さ
せ
、
間
も
な
く
死

亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
罪
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
司
が
判
断
す
る
。
米�

が
供
述
す
る
と
こ
ろ
の
姪
米
公
寿
を
打
ち
殺
し
た
罪
は
、

旧
例
で
は
、
も
し
兄
の
子
を
殴
り
殺
し
た
者
は
徒
三
年
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
米�

が
犯
す
と
こ
ろ
は
ま
さ
に
徒
三
年
と
し
、

徒
三
年
に
あ
た
る
杖
八
十
を
決
す
べ
き
で
あ
る
。
部
は
杖
七
十
七
下
と
判
断
す
る
。
省
は
杖
一
百
七
下
に
断
ぜ
よ
と
判
断
す
る：

中
書
省
判
送
。
枢
密
院
呈
。
米�

打
死
姪
男
米
公
寿
。
取
得
米�

状
招
。
至
元
四
年
十
二
月
十
二
日
、
因
親
姪
米
公
寿
於
機
上

剪
紵
絲
三
尺
、
用
拳
殴
打
、
為
姪�

�

抵
触
、
用
柳
木
棍
、
於
公
寿
左
耳
後
侵
脳
打
傷
、
不
多
時
身
死
罪
犯
。
法
司
擬
。
米�

所
招
、
打
死
姪
男
米
公
寿
罪
犯
、
旧
例
、
即
殴
兄
之
子
死
者
徒
三
年
。
其
米�

所
犯
、
合
徒
三
年
、
決
徒
年
杖
八
十
。
部
擬
、

七
十
七
下
。
省
擬
、
断
一
百
七
下
。

こ
こ
で
は
枢
密
院
の
呈
に
認
め
ら
れ
た
米�

の
供
述
に
基
づ
き
法
司
以
下
、
中
書
省
で
の
判
断
が
な
さ
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
枢

密
院
の
長
官
た
る
枢
密
院
使
が
米�

を
取
り
調
べ
供
述
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
米�

を
取
り
調
べ
供
述
書
を
認
め
た
の
は
、
や

は
り
断
事
官
で
あ
り
、
そ
の
枢
密
院
の
断
事
官
が
米�

の
供
述
内
容
を
枢
密
院
使
に
あ
て
て
上
呈
し
、
そ
こ
か
ら
枢
密
院
の
呈
と
し
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て
文
書
が
中
書
省
に
送
達
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う

(

�)

。
本
案
冒
頭
部
分

｢

中
書
省
の
判
送
。
枢
密
院
の
呈｣

は
、
正
確
に
は
、

｢
中
書
省
の
判
送
。
枢
密
院
の
呈
。
断
事
官
の
呈

(

枢
密
院
内
部
で
の
文
書
の
行
移
な
の
で
、
こ
と
さ
ら
に

｢

枢
密
院
断
事
官
の
呈｣

と
官
庁
名
を
記
す
必
要
は
な
い)｣

と
で
も
記
す
べ
き
と
こ
ろ
、
枢
密
院
内
部
で
の
文
書
行
移
の
記
事
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
文
書
行
移
と

『

元
典
章』

に
お
け
る
官
庁
名
の
記
載
次
第
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
断
事
官
曲
出
の
所
属
官
庁
を
考

え
て
み
る
。[

強
姦
未
遂
の
姦
夫
を
打
ち
殺
す]

に
見
え
る
一
句
、

こ
の
供
述
に
も
と
づ
き
、
部
は
李
松
を
死
刑
に
し
た
う
え
で
、
陳
宝
童
の
埋
葬
費
と
し
て
焼
埋
銀
五
十
両
を
徴
収
す
べ
き
で
あ

る
、
と
の
判
断
を
中
書
都
省
に
上
呈
し
、
そ
の
回
報
と
し
て
、
断
事
官
曲
出
と
高
宣
使
を
李
松
の
い
る
東
平
路
に
派
遣
し
、
李

松
を
審
問
し
た
う
え
で
死
刑
を
執
行
せ
よ
と
の
箚
付
を
奉
じ
る：

部
擬
、
合
行
処
死
、
并
徴
焼
埋
銀
五
十
両
。
呈
奉
中
書
省
箚

付
。
差
断
事
官
曲
出
・
高
宣
使
、
前
去
審
断
。

に
注
目
し
よ
う

(

�)

。
部
の
上
呈
を
受
け
た
都
省
が
そ
の
件
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
判
断
を
部
に
指
示
す
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
に
断
事

官
曲
出
の
所
属
官
庁
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は

[

有
罪
の
駆
を
殴
り
殺
す]

の
断
事
官
と
同
じ
く
、
中
書
省
内
部
で
の
文

書
行
移
な
の
で
、
こ
と
さ
ら
に
、
そ
の
所
属
を
記
す
必
要
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
書
省
に
は
断

事
官
と
と
も
に
宣
使
も
設
置
さ
れ
て
い
た

(

�)

。
こ
の
こ
と
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
部
が
奉
じ
た
都
省
の
箚
付
の
内
容
は
、
他
な

ら
ぬ
中
書
省
の
断
事
官
と
宣
使
と
を
一
組
に
し
て
死
刑
執
行
の
た
め
に
派
遣
せ
よ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
曲
出
と
高
某
と
い
う
特
定
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の
個
人
が
こ
こ
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
佐
証
の
一
つ
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
書
省
配
下
の
官
員
な
ら
ば
こ
そ
、
こ

う
し
た
特
定
個
人
の
指
定
が
可
能
だ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

法
司
は

『

元
典
章』

に
見
え
る
機
関
で
あ
る
。
そ
の
法
司
の
考
察
に

『

元
典
章』

の
案
牘
分
析
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
あ
く
ま
で

[

強
姦
未
遂
の
姦
夫
を
打
ち
殺
す]

に
見
え
る
を
断
事
官
曲
出
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
考
え
た
場
合
で
は
あ
る
が
、

か
り
に
宮
崎
氏
の
見
解
に
よ
り
、
法
司
は
断
事
官
だ
と
い
う
に
し
て
も
、
そ
の
断
事
官
は
大
宗
正
府
断
事
官
で
は
な
く
、
中
書
省
断

事
官
だ
と
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

前
節
引
用
文
中
に
、
宮
崎
氏
が

｢

尤
も
元
典
章
の
中
に
、
同
じ
条
の
中
で
断
事
官
と
法
司
の
名
の
出
て
く
る
箇
所
が
あ
る
が

(

四
二

ノ
廿)

、
こ
れ
は
他
の
場
合
で
も
例
え
ば
先
に
行
省
と
い
い
、
後
に
之
を
省
府
と
云
い
か
え
る
場
合
が
あ
る
か
ら
構
わ
な
い
で
あ
ろ
う｣

と
指
摘
さ
れ
る

『

元
典
章』

巻
四
二
の
二
〇
葉
を
占
め
る
案
牘
が
、
こ
の

[

強
姦
未
遂
の
姦
夫
を
打
ち
殺
す]

で
あ
る
。
拙
稿

｢

元
初
強

姦
犯
殺
害
の
一
裁
判
案
件
に
つ
い
て｣

(
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
第
四
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月)

は
、
こ
こ
に
み
え
る
二
三
の

問
題
に
つ
き
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)
『

元
典
章』

巻
四
二

(

刑
部
四)

、
岩
村
忍
・
田
中
謙
二
校
定

『

校
定
本
元
典
章
刑
部』

(

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
元
典
章
研
究

班
。
以
下
で
は

｢

校
定
本｣

と
略
称
す
る)

第
一
冊
一
四
五
頁
以
下
。

(

�)
『

元
典
章』

巻
四
一

(

刑
部
三)

、
校
定
本
第
一
冊
七
二
頁
。

(

�)

枢
密
院
に
も
断
事
官
は
設
置
さ
れ
て
い
た
。『

元
史』

百
官
志
二

(

巻
八
六
＝
志
三
六)

に

｢

断
事
官
秩
正
三
品
。
軍
府
の
獄
訟
を

処
決
す
る
こ
と
を
掌
る：

断
事
官
秩
正
三
品
。
掌
処
決
軍
府
之
獄
訟｣
と
あ
る
。

(

�)
『

元
典
章』

巻
四
二

(

刑
部
四)

、
校
定
本
第
一
冊
一
五
〇
頁
。[
強
姦
未
遂
の
姦
夫
を
打
ち
殺
す]

全
文
を
掲
げ
て
お
く
。

東
平
路
の
申
。
取
り
調
べ
を
終
え
た
成
武
県
の
祗
候
人
李
松
の
供
述
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
至
元
二

(

一
二
六
五)

年
三
月
十
二
日

に
、
邵
県
令
夫
人
が
墓
参
り
を
す
る
お
供
を
し
、
酒
気
を
帯
び
槐
の
木
棒
一
本
を
手
に
し
て
家
に
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
家
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の
な
か
で
、｢

こ
の
道
師
様
は
な
ん
て
道
理
知
ら
ず
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
言
葉
を
口
に
す
る
な
ん
て｣

と
妻
阿
耿
が
叫
ぶ
の
が
聴
こ

え
た
の
で
す
。
家
の
な
か
に
入
る
と
、
酒
気
を
帯
び
た
陳
宝
童
が
妻
の
衣
裳
を
ひ
っ
ぱ
り
、
妻
が
そ
れ
に
抵
抗
し
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
。

ど
う
し
た
こ
と
か
と
事
情
を
妻
に
問
い
ま
す
と
、｢

こ
の
陳
宝
童
が
わ
た
し
の
こ
と
を
ひ
っ
ぱ
り
、
ふ
た
り
で
ち
ょ
っ
と
寝
よ
う
や
な
ん

て
い
う
の
よ｣

と
こ
た
え
ま
す
。
わ
た
し
は
怒
り
を
発
し
、
折
し
も
手
に
し
て
い
た
木
棒
で
陳
宝
童
を
打
ち
つ
け
、
ま
た
拳
脚
で
彼
を
打

蹴
し
、
結
果
、
彼
を
死
亡
さ
せ
る
に
至
っ
た
罪
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
供
述
に
も
と
づ
き
、
部
は
李
松
を
死
刑
に
し
た
う
え
で
、
陳
宝
童

の
埋
葬
費
と
し
て
焼
埋
銀
五
十
両
を
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
判
断
を
中
書
都
省
に
上
呈
し
、
そ
の
回
報
と
し
て
、
断
事
官
曲
出
と
高

宣
使
を
李
松
の
い
る
東
平
路
に
派
遣
し
、
李
松
を
審
問
し
た
う
え
で
死
刑
を
執
行
せ
よ
と
の
箚
付
を
奉
じ
る
。
こ
の
箚
付
の
命
令
に
よ
る

李
松
に
対
す
る
審
問
が
進
め
ら
れ
る
な
か
、
李
松
は
不
当
な
罪
に
陥
れ
ら
れ
て
い
る
旨
を
申
し
立
て
、
先
の
自
ら
の
供
述
を
翻
し
て
新
た

な
供
述
を
始
め
る
。
こ
の
新
た
な
供
述
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
あ
の
と
き
実
際
目
の
あ
た
り
に
し
た
の
は
、
陳
宝
童
が
妻
の
腰
を
押

さ
え
つ
け
る
光
景
で
あ
り
ま
し
た
。
た
め
に
陳
宝
童
を
殴
打
殺
害
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
成
武
県
の
張
令
史
が
供
述
を
と
る
際
に
、

｢

お
ま
え
、
そ
ん
な
話
を
す
る
と
醜
態
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
ぞ
。
引
き
寄
せ
ら
れ
、
あ
わ
や
強
姦
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
だ
け
い
う

の
が
、
や
は
り
よ
か
ろ
う｣

と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
そ
の
言
に
従
い
、
先
だ
っ
て
の
ご
と
く
申
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
阿
耿
・
張
令
史

そ
れ
ぞ
れ
の
供
述

[

供
述
内
容
、
原
略]

。
以
上
嘘
偽
り
は
な
い
。
／
こ
の
新
た
な
供
述
に
も
と
づ
き
、
第
一
に
問
題
と
な
る
李
松
に
つ
き

法
司
が
判
断
す
る
。
旧
例
で
は
、
通
姦
者
に
対
し
て
は
官
憲
以
外
の
傍
人
で
あ
っ
て
も
撃
退
逮
捕
に
あ
た
り
、
官
憲
に
送
致
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
際
に
犯
罪
者
を
殺
傷
し
た
逮
捕
者
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
官
憲
に
よ
る
逮
捕
に
関
す
る
次
の
法
規
を
準
用
す
る
。

す
な
わ
ち
、
既
に
犯
罪
者
を
拘
束
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
犯
罪
者
が
抵
抗
し
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逮
捕
者
が
犯
罪

者
を
殺
害
し
た
り
、
折
傷
に
わ
た
る
被
害
を
負
わ
せ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
闘
殺
傷
の
法
に
従
っ
て
そ
の
逮
捕
者
を
処
罰
す
る
。
こ
の

際
に
犯
罪
者
が
死
刑
に
該
当
す
る
罪
を
犯
し
た
者
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
殺
害
し
た
逮
捕
者
の
刑
罰
は
徒
五
年
と
す
る
、
と
の
法
規
を
準
用

す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
陳
宝
童
殺
害
に
対
す
る
李
松
の
刑
罰
は
徒
五
年
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
李
松
が
先
だ
っ
て
陳
宝
童
の

強
姦
が
未
遂
だ
っ
た
か
の
ご
と
き
虚
偽
の
供
述
を
か
さ
ね
ま
し
た
と
供
述
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
旧
例
で
は
、
三
品
の
官
司
を
あ
ざ

む
き
実
情
を
申
さ
な
い
者
は
杖
六
十
と
す
る
。
一
つ
の
犯
罪
が
発
覚
し
た
後
に
さ
ら
に
罪
を
犯
し
た
場
合
に
は
、
先
の
犯
罪
に
対
す
る
刑
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罰
と
後
の
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
を
累
科
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
李
松
に
は
陳
宝
童
殺
害
に
対
す
る
刑
罰
の
徒
五
年
と
虚
偽
の
供
述

に
対
す
る
刑
罰
の
杖
六
十
と
を
累
科
し
、
な
お
焼
埋
銀
五
十
両
を
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
。
部
は
情
況
を
斟
酌
し
て
李
松
を
杖
六
十
七
と
し
、

焼
埋
銀
五
十
両
を
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
す
。
都
省
は
最
終
的
な
判
断
を
下
し
、
聞
奏
し
た
後
に
、
保
証
人
を
召
し
て
李
松

を
釈
放
す
る
。
李
松
の
妻
阿
耿
に
つ
い
て
法
司
が
判
断
す
る
。
李
松
と
同
じ
く
、
陳
宝
童
の
強
姦
が
未
遂
だ
っ
た
か
の
ご
と
き
、
虚
偽
の

供
述
を
か
さ
ね
た
罪
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
。
旧
例
で
は
、
強
姦
の
被
害
者
た
る
婦
女
は
罪
に
問
わ
な
い
。
阿
耿
は
収
監
し
て
罪
科
を

要も
と

め
ら
れ
る
こ
と
を
い
と
わ
ん
が
た
め
に
、
た
だ
陳
宝
童
が
彼
女
の
衣
裳
を
ひ
っ
ぱ
っ
た
の
み
と
供
述
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
供
述

の
虚
偽
な
る
を
も
っ
て
阿
耿
の
罪
を
定
め
れ
ば
、
そ
も
そ
も
強
姦
を
被
る
こ
と
自
体
罪
に
問
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
不
都
合
を
生
じ
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
阿
耿
は
罪
な
し
と
は
い
え
な
い
が
、
刑
罰
を
執
行
す
べ
き
で
は
な
い
。
部
は
同
様
の
判
断
を
都
省
に
上
呈
し
、
都
省
は
そ

れ
を
淮み

と

め
て
阿
耿
の
罪
を
免
ず
る：

東
平
路
申
。
帰
問
到
成
武
県
祗
候
人
李
松
為
招
。
至
元
二
年
三
月
十
二
日
、
随
逐
邵
県
令
夫
人
上
墳
、

帯
酒
将
把
槐
棒
一
条
還
家
。
聴
得
屋
内
妻
阿
耿
叫
道
。
這
先
生
好
没
道
理
、
道
這
般
言
語
。
松
入
屋
内
、
見
陳
宝
童
帯
酒
与
妻
阿
耿
用
手

将
衣
裳
厮�

定
。
問
得
、
妻
阿
耿
称
道
。
這
陳
宝
童�

着
我
道
、�

両
箇
睡
些
箇
去
来
。
松
発
意
、
用
棒
将
本
人
行
打
、
又
用
拳
脚�

打
、

以
致
本
人
身
死
罪
犯
。
部
擬
、
合
行
処
死
、
并
徴
焼
埋
銀
五
十
両
。
呈
奉
中
書
省
箚
付
。
差
断
事
官
曲
出
・
高
宣
使
、
前
去
審
断
。
本
人

称
冤
。
就
問
得
状
称
。
委
曽
親
見
陳
宝
童
按
着
妻
阿
耿
腰
上
、
将
本
人
殴
打
身
死
。
成
武
県
張
令
史
取
状
、
本
人
道
。
若�

説
這
話
、�

出
醜
、
則
道�

着
待
強
奸
来
也
好
。
以
此
随
張
令
史
言
語
招
訖
。
及
李
阿
耿
・
張
令
史
各
各
招
伏
。
是
実
。
／
正
犯
人
李
松

法
司
擬
。

旧
例
、
諸
奸
者
、
雖
傍
人
皆
得
捕
撃
以
送
官
司
。
格
法
准
上
条
。
捕
罪
人
已
就
拘
執
、
及
不
拒
捍
而
殺
、
或
折
傷
之
、
各
従
闘
殺
傷
法
。

罪
人
本
犯
応
死
而
殺
者
徒
五
年
。
其
李
松
合
徒
五
年
。
又
招
。
節
次
指
責
不
実
。
旧
例
、
詐
三
品
官
司
不
実
杖
六
十
。
事
発
更
為
、
合
行

累
科
。
今
李
松
合
得
本
罪
徒
五
年
、
并
重
犯
杖
六
十
、
仍
於
本
人
名
下
追
徴
焼
埋
銀
五
十
両
。
部
擬
、
量
情
決
六
十
七
下
、
徴
焼
埋
銀
五

十
両
。
省
擬
、
比
及
聞
奏
以
来
、
将
李
松
召
保
疎
放
。
李
松
妻
阿
耿

法
司
擬
。
旧
例
、
強
奸
婦
女
不
坐
。
避
怕
監
収
要
罪
、
止
説
陳
宝

童
将
衣
裳�

着
。
若
擬
不
実
定
罪
、
縁
已
被
強
奸
不
坐
。
今
雖
有
招
渉
不
合
治
罪
。
部
擬
、
呈
省
准
免
罪
。

(

�)
『

元
史』

百
官
志
一

(

巻
八
五
＝
志
三
五)

。
断
事
官
に
つ
い
て
は

｢
断
事
官
秩
三
品
。
刑
政
の
属
を
掌
る：

断
事
官
秩
三
品
。
掌
刑

政
之
属｣

と
あ
る
。
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三

断
事
官
と
法
司
の
併
存

犯
人
の
取
調
べ
が
断
事
官
の
職
務
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
は
、
前
節
に
掲
げ
た

[

有
罪
の
駆
を
殴
り
殺
す]

よ
り
明
ら
か
で
あ
る

(

�)

。

そ
の
断
事
官
が
取
調
べ
と
と
も
に
法
司
と
し
て
案
件
の
審
理
を
兼
掌
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
法
司
は
即

ち
断
事
官
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
少
し
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
同
じ
く
刑
事
裁
判
の
手
続
き
に
か
か

わ
る
と
は
い
え
、
犯
人
の
取
調
べ
と
案
件
の
審
理
と
は
異
な
る
。
そ
の
二
つ
の
職
務
を
一
官
が
兼
掌
し
、
し
か
も
取
調
べ
に
は

｢

断

事
官｣

、
審
理
に
は

｢

法
司｣
と
、
こ
と
さ
ら
に
異
称
を
用
い
て
職
務
を
遂
行
し
た
と
考
え
る
の
は
、
い
か
に
も
無
理
が
あ
る
。
文

書
行
移
の
次
第
に
つ
い
て
い
え
ば
、
取
調
官
た
る
断
事
官
が
認
め
た
そ
の
文
書
を
、
後
に
一
転
し
て
審
理
官
た
る
法
司
が
受
け
る
と

い
う
奇
妙
な
こ
と
に
な
り
、
同
一
案
牘
中
、
こ
の
よ
う
な
断
事
官
と
法
司
と
が
併
存
す
る
も
の
に
で
あ
え
ば
、
や
は
り
違
和
感
を
覚

え
よ
う

([

有
罪
の
駆
を
殴
り
殺
す]

は
そ
の
適
例
で
あ
る)

。
宮
崎
氏
も
同
一
案
牘
中
で
の
、
こ
う
し
た
断
事
官
と
法
司
の
併
存
を

い
ぶ
か
り
な
が
ら
も
、

尤
も
元
典
章
の
中
に
、
同
じ
条
の
中
で
断
事
官
と
法
司
の
名
の
出
て
く
る
箇
所
が
あ
る
が

(

四
二
ノ
廿)

、
こ
れ
は
他
の
場
合

で
も
例
え
ば
先
に
行
省
と
い
い
、
後
に
之
を
省
府
と
云
い
か
え
る
場
合
が
あ
る
か
ら
構
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
、
じ
つ
に
あ
っ
さ
り
と
問
題
の
追
究
を
切
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
い
さ
さ
か
不
満
が
残
る
。
考
え
て
み
た
い
。

｢

行
省｣

な
い
し
は

｢

行
中
書
省｣

と

｢

省
府｣

と
が
同
一
案
牘
内
に
併
存
す
る
例
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
つ
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と
し
て
、[

夫
の
屍
を
焚
き
改
嫁
し
た
一
件
に
つ
い
て
の
断
例：

焚
夫
屍
嫁
断
例]
(

至
元
十
五
＝
一
二
七
八
年
一
月
、
病
死
し
た
杜

慶
の
妻
阿
呉
が
趙
百
三
ら
を
し
て
夫
の
遺
骨
を
川
に
捨
て
さ
せ
、
自
ら
は
陳
一
嫂
の
仲
介
で
さ
っ
さ
と
彭
千
一
に
嫁
い
で
し
ま
っ
た

案
件)
を
見
て
み
よ
う

(

�)

。｢

行
中
書
省｣

と

｢

省
府｣

と
が
併
存
す
る
例
で
あ
る
。
行
中
書
省
の
箚
付
と
考
え
ら
れ
る
案
牘
の
冒
頭

に

｢

行
中
書
省｣

が
、
ま
た
半
ば
よ
り
少
し
前
に

｢

省
府｣

が
見
え
て
い
る
。

至
元
十
五

(

一
二
七
八)

年
、
行
中
書
省

(

湖
広
行
省)

が
拠う

け
た
潭
州
路

(

の
申)

に
備
し
た
録
事
司
の
人
戸
秦
阿
陳
の
告

発
。
い
と
こ
の
杜
慶
が
病
死
し
、
そ
の
妻
阿
呉
が
い
と
こ
の
遺
骨
を
川
に
捨
て
た
う
え
で
彭
千
一
に
改
嫁
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

取
り
終
え
た
犯
人
杜
阿
呉
の
供
述
。
今
年
の
正
月
十
二
日
に
夫
杜
慶
が
死
亡
致
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
ふ
と
ど
き
に
も
、
十
八
日

に
至
っ
て
夫
の
屍
を
焚
き
、
そ
の
遺
骨
を
夫
の
い
と
こ
唐
興
を
使
い
と
し
て
趙
百
三
に
手
渡
し
川
に
捨
て
さ
せ
、
二
十
八
日
に

至
っ
て
陳
一
嫂
の
仲
介
で
鈔
両
・
銀
鐶
等
の
物
を
彭
千
一
か
ら
受
け
取
り
、
彼
の
も
と
へ
改
嫁
し
た
罪
で
ご
ざ
い
ま
す
。
陳
一

嫂
・
趙
百
三
・
唐
興
の
供
述
も
こ
の
阿
呉
の
供
述
と
相
い
同
じ
で
あ
る
。
省
府
、
す
な
わ
ち
湖
広
行
省
が
切
詳
す
る
。
人
倫
の

始
め
、
夫
は
婦
の
天
で
あ
り
、
夫
が
死
亡
す
れ
ば
妻
は
再
婚
な
ど
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
件
阿
呉
が
犯
し
た
と
こ
ろ
は
風
俗

を
乱
す
も
の
で
あ
り
、
も
し
厳
し
く
処
断
し
な
け
れ
ば
、
江
南
は
近
頃
版
図
に
組
み
入
れ
た
ば
か
り
の
新
附
の
地
で
あ
る
か
ら
、

漸
次
風
俗
が
人
情
味
に
欠
け
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
阿
呉
を
杖
断
七
十
七
下
と
し
、
彭
千
一
と

の
婚
姻
は
解
消
し
て
娘
の
真
娘
と
同
居
守
服
さ
せ
、
も
っ
て
婦
道
を
ま
っ
と
う
さ
せ
よ
。
阿
呉
が
彭
千
一
か
ら
受
け
取
っ
た
財

物
は
省
に
送
り
没
官
と
せ
よ
。
そ
れ
と
と
も
に
、
彭
千
一
が
違
法
に
婚
姻
を
な
し
た
件
に
つ
い
て
は
、
た
だ
ち
に
彼
の
供
述
を

取
っ
た
う
え
で
杖
四
十
七
下
に
断
ぜ
よ
。
婚
姻
の
仲
介
人
陳
一
嫂
と
杜
慶
の
遺
骨
を
川
に
捨
て
た
趙
百
三
と
は
各
々
杖
四
十
七
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下
に
断
じ
、
ま
た
唐
興
は
杖
三
十
七
下
と
せ
よ
、
と
の
各
人
に
対
す
る
処
断
を
既
に
潭
州
路
に
命
じ
た
。
こ
の
件
に
つ
き
遍

あ
ま
ね

く

管
下
に
触
れ
、
厳
し
く
禁
約
さ
れ
た
い：

至
元
十
五
年
、
行
中
書
省
拠
潭
州
路
備
録
事
司
人
戸
秦
阿
陳
告
。
表
兄
杜
慶
病
死
、

有
嫂
阿
呉
、
将
兄
骸
骨
揚
於
江
内
、
改
嫁
彭
千
一
為
妻
。
取
到
犯
人
杜
阿
呉
招
伏
。
不
合
於
今
年
正
月
十
二
日
、
有
夫
杜
慶
、

因
病
身
死
。
至
十
八
日
、
焚
化
将
骸
骨
、
令
夫
表
弟
唐
興
、
分
付
趙
百
三
、
揚
於
江
内
、
至
二
十
八
日
、
憑
陳
一
嫂
作
媒
、
得

訖
鈔
両
・
銀
鐶
等
物
、
改
嫁
彭
千
一
為
妻
罪
犯
。
陳
一
嫂
・
趙
百
三
・
唐
興
招
伏
相
同
。
省
府
切
詳
。
人
倫
之
始
、
夫
為
婦
天
、

尚
無
再�

。
其
阿
呉
所
犯
、
乱
敗
風
俗
。
若
不
厳
行
断
治
、
江
南
新
附
、
誠
恐
漸�

風
俗
僥
薄
。
除
已
行
下
潭
州
路
、
擬
将
阿

呉
杖
断
七
十
七
下
、
聴
離
与
女
真
娘
同
居
守
服
、
以
全
婦
道
。
仍
将
元
財
解
省
。
并
彭
千
一
違
法
成
婚
一
節
、
就
便
取
招
断
四

十
七
下
。
媒
人
陳
一
嫂
、
撒
揚
骨
殖
人
趙
百
三
、
各
断
四
十
七
下
、
唐
興
杖
三
十
七
下
外
。
仰
遍
行
合
属
、
厳
行
禁
約
。

冒
頭

｢

行
中
書
省｣

が
見
え
る
箇
所
は
、
各
官
庁
間
で
の
文
書
行
移
の
跡
を
記
し
た
箇
所
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ど
の
官
庁
が
文
書

を
発
給
・
受
理
し
た
か
を
混
乱
す
る
こ
と
な
く
表
現
す
る
た
め
に
、｢

行
省｣

な
い
し
は

｢

行
中
書
省｣

と
い
う
正
確
な
官
庁
名
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
元
典
章
編
者
の
手
が
入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の

｢

行
中
書
省｣

は
詳
し
く

い
え
ば
湖
広
行
省

(『

元
史』

巻
九
一
・
百
官
志
四
一
上
に
見
え
る

｢

湖
広
等
処
行
中
書
省｣)

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
の
行

中
書
省
が
潭
州
路
の
申
を
拠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
典
章
の
読
み
手
が
一
々
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
例
え
ば
、｢

江
西

行
省｣
｢

江
浙
行
省｣

な
ど
と
、
い
ず
れ
の
行
省
が
文
書
を
発
受
し
た
の
か
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

｢

省
府｣

に
つ
い
て
述
べ
る
。
杜
阿
呉
の
違
法
な
改
嫁
は
亡
夫
杜
慶
の
い
と
こ
秦
阿
陳
の
告
発
に
よ
り
明
る
み
に
で
、
こ
の
告
発

の
内
容
を
添
え
た
潭
州
路
の
申

(

そ
の
中
に
は
杜
阿
呉
ら
の
供
述
内
容
が
認
め
ら
れ
て
い
る)

を
湖
広
行
省
が
受
理
し
た
こ
と
か
ら
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行
省
の
審
理
が
始
ま
る
。
こ
の
く
だ
り
に
見
え
る

｢

省
府
が
切
詳
す
る｣

は
、
湖
広
行
省
自
身
が
認
め
た
文
書
内
容
の
一
部
で
あ
り
、

こ
こ
で
は

｢

省
府｣

と
い
う
語
が
行
省
の
自
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

｢

省
府｣

は

｢

行
省
の
府｣

を
約
め
た
語
に

相
違
な
く
、
行
省
が
自
ら
の
文
書
中
で
自
ら
を
正
確
な
官
庁
名
で
称
す
る
必
要
は
な
い
た
め
、｢

省
府｣

と
な
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
こ

の
箇
所
に
は
、
元
典
章
編
者
の
手
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
元
典
章
編
纂
の
素
材
と
し
た
官
文
書
そ
の
ま
ま
の
、
い
わ
ば
地
の
文
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、[

船
上
で
財
を
図
り
謀
殺
す
る：

船
上
図
財
謀
殺]

(

至
元
一
四
＝
一
二
七
七
年
五
月
二
十
六
日
の
夜
三
更
前
後
に
、
黄
子

先
・
周
子
友
・
李
子
富
・
張
狗
仔
・
劉
大
の
五
人
が
共
謀
し
て
航
行
中
の
船
舶
の
乗
客
を
襲
い
、
そ
の
結
果
、
孫
千
戸
ら
計
八
人
を

殺
害
し
、
そ
の
他
七
人
を
河
に
つ
き
落
と
し
て
溺
死
さ
せ
た
う
え
で
、
な
お
船
舶
内
に
残
っ
た
人
と
財
物
と
を
五
人
で
山
分
け
し
た

案
件)

の
最
終
箇
所
を
見
て
み
よ
う

(
�)
。

こ
の
件
に
つ
き
都
省
が
判
断
す
る
。
黄
子
先
・
周
子
友
・
李
子
富
は
部
の
判
断
ど
お
り
に
死
刑
に
処
し
、
焼
埋
銀
を
被
害
者
側

に
給
付
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
施
行
す
る
た
め
に
江
西
行
省
に
以
下
の
こ
と
を
要
請
す
る

[

要
請
内
容
、
省
略]

。
省
府
、
す
な

わ
ち
江
西
行
省
は
此
を
准う

け
、
除
外
、
た
だ
ち
に
仰
せ
て
照
験
せ
ら
れ
よ：

都
省
議
得
。
黄
子
先
・
周
子
友
・
李
子
富
、
依
准

部
擬
処
死
。
焼
埋
銀
数
、
給
付
苦
主
。
請

[

要
請
内
容
、
省
略]
。
省
府
准
此
、
除
外
、
合
下
仰
照
験
。

こ
こ
に
は
都
省
が
認
め
た
箚
付
中
、
江
西
行
省
に
対
す
る
呼
び
か
け
、
他
称
と
し
て

｢

省
府｣

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
江
西
行
省

に
下
し
た
箚
付
な
の
で
、
そ
の
名
宛
人
は
江
西
行
省
に
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
と
さ
ら
に
、
こ
こ
で

｢

江
西
行
省
の
府｣

と
都
省
が
呼
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び
か
け
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、｢

行
省｣

と

｢

省
府｣

と
が
同
一
案
牘
内
に
併
存
し
て
両
用
さ
れ
る
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
り
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
き
合
い
に
出
し
て
断
事
官
と
法
司
の
併
存
と
い
う
問
題
を
切
り
上
げ
て
も
ら
っ
て
は
困
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

犯
人
の
取
調
べ
と
案
件
の
審
理
と
い
う
二
職
を
一
官
が
兼
掌
し
な
が
ら
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
を

｢

断
事
官｣

、｢

法
司｣

と
い
う

異
称
を
用
い
遂
行
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
つ
き
正
面
か
ら
の
納
得
可
能
な
説
明
も
な
い
ま
ま
に
、
法
司
は
即
ち

断
事
官
だ
と
す
る
宮
崎
氏
の
見
解
に
従
う
こ
と
に
は
、
や
は
り
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

(

�)
[

強
姦
未
遂
の
姦
夫
を
打
ち
殺
す]

に
見
え
る
断
事
官
曲
出
が
遂
行
し
た
職
務
は
、
重
罰
の
執
行
前
に
行
わ
れ
る
供
述
内
容
の
確
認

で
あ
る
。
審
理
の
前
・
後
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
取
調
べ
に
相
通
じ
る
と
い
え
よ
う
。
前
掲
拙
稿
一
三
九
頁
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
わ

ず
か
な
が
ら
も
触
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)
『

元
典
章』

巻
四
一

(

刑
部
三)

、
校
定
本
第
一
冊
九
〇
頁
以
下
。

(

�)

次
節
に
掲
げ
る

[

人
無
け
れ
ば
焼
埋
銀
の
徴
収
を
免
ず]

で
は
、｢

省
府｣

が
尚
書
省
を
指
す
呼
称
、
つ
ま
り

｢

尚
書
省
の
府｣

を

約
め
た
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(

�)
『

元
典
章』

巻
四
二

(

刑
部
四)

、
校
定
本
第
一
冊
一
一
三
頁
以
下
。
案
牘
冒
頭
に

｢

行
省｣

が
見
え
る
。
全
文
を
掲
げ
て
お
く
。

至
元
十
八

(

一
二
八
一)

年
正
月
に
江
西
行
省
が
准う

け
た
中
書
省
の
咨
。
臨
江
路
の
申
。
取
り
調
べ
を
終
え
た
黄
子
先
ら
が
収
監
中
に
病

を
発
し
た
張
狗
仔
、
及
び
逃
走
中
の
劉
大
と
の
五
人
で
孫
千
戸
・
冷
百
戸
ら
八
人
を
殺
害
し
、
ま
た
そ
の
他
七
人
を
河
に
投
げ
込
み
溺
死

さ
せ
た
一
件
に
つ
い
て
。
取
り
調
べ
て
得
た
関
係
者
そ
れ
ぞ
れ
の
供
述
の
言
葉
の
う
ち
、
既
に
死
亡
し
た
張
狗
仔
の
供
述
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。
瑞
州
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ふ
と
ど
き
に
も
、
至
元
十
四

(
一
二
七
七)

年
五
月
二
十
六
日
の
夜
三
更

(

翌
午
前
一
時)

前
後

に
、
船
員
の
黄
子
先
・
周
子
友
・
李
子
富
・
劉
大
と
共
謀
し
、
各
人
が
孫
千
戸
ら
の
積
み
荷
で
あ
る
船
上
の
軍
器
を
手
に
し
て
孫
千
戸
ら

が
眠
り
込
む
す
き
を
う
か
が
い
、
そ
れ
を
確
認
致
し
ま
し
た
。
ま
ず
周
子
友
が
斧
で
孫
千
戸
の
頭
を
切
り
つ
け
、
こ
れ
を
か
わ
き
り
に
他
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の
者
も
こ
ぞ
っ
て
攻
撃
に
か
か
り
、
結
果
、
孫
千
戸
・
冷
百
戸
・
孫
大
・
北
軍
二
人
、
及
び
老
人
と
子
供
の
計
八
人
を
殺
害
し
、
そ
の
他

七
人
を
河
に
つ
き
落
と
し
て
溺
死
さ
せ
、
さ
ら
に
船
上
に
残
っ
た
人
と
財
物
を
各
人
で
山
分
け
し
、
捕
ら
え
ら
れ
て
こ
の
場
に
到
っ
た
罪

で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
上
嘘
偽
り
は
な
い
し
、
現
在
収
監
中
の
犯
人
黄
子
先
・
周
子
友
・
李
子
富
の
供
述
も
、
そ
れ
ぞ
れ
張
狗
仔
の
そ
れ
と

相
違
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
ま
た
按
察
司
の
再
度
の
審
問
に
お
い
て
も
彼
ら
が
不
当
な
罪
に
陥
れ
ら
れ
て
い
る
事
実
は
な
い
。
こ
の
臨
江

路
の
申
を
け
た
江
西
行
省
が
中
書
省
に
咨
を
移お

く

る
。
咨
し
て
請
う
、
照
験
せ
ら
れ
ん
事
を
。
此
を
准
け
ら
れ
よ
。
こ
の
江
西
行
省
の
咨
を

准
け
た
中
書
都
省
が
刑
部
に
案
件
を
送
付
し
、
こ
の
件
に
つ
き
刑
部
が
判
断
す
る
。
黄
子
先
ら
が
供
述
す
る
と
こ
ろ
の
孫
千
戸
ら
十
五
人

を
殺
害
し
た
罪
は
、
首
謀
者
か
否
か
を
問
う
こ
と
な
く
、
彼
ら
す
べ
て
を
凌
遅
処
死
と
す
べ
き
で
あ
る
。
埋
葬
費
用
と
し
て
の
焼
埋
銀
に

つ
い
て
は
、
犯
人
そ
れ
ぞ
れ
が
殺
害
し
た
人
数
を
調
べ
た
う
え
で
、
彼
ら
の
家
族
よ
り
規
定
ど
お
り
均
等
に
徴
収
し
、
そ
れ
を
各
被
害
者

側
に
給
付
す
べ
き
で
あ
る
。
逃
走
中
の
劉
大
は
徹
底
的
に
追
跡
し
て
逮
捕
し
た
な
ら
ば
、
取
り
調
べ
を
済
ま
せ
た
う
え
で
、
上
の
と
お
り

に
処
断
施
行
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
刑
部
が
都
省
に
上
呈
す
る
。
呈
し
て
乞
う
、
照
詳
せ
ら
れ
よ
。
こ
の
件
に
つ
き
都
省
が
判
断
す
る
。

黄
子
先
・
周
子
友
・
李
子
富
は
刑
部
の
判
断
ど
お
り
に
死
刑
に
処
し
、
焼
埋
銀
を
被
害
者
側
に
給
付
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
施
行
す
る
た

め
に
江
西
行
省
に
以
下
の
こ
と
を
要
請
す
る
。
江
西
行
省
は
犯
人
ら
の
供
述
が
記
さ
れ
た
元
の
文
書
を
携
え
た
官
を
臨
江
路
に
派
遣
し
、

そ
の
文
書
を
調
べ
ら
れ
た
い
。
獄
卒
人
吏
を
関
与
さ
せ
ず
に
、
犯
人
黄
子
先
・
周
子
友
・
李
子
富
の
三
人
が
既
に
供
述
し
た
こ
と
に
つ
い

て
審
問
し
、
そ
の
結
果
、
確
か
に
彼
ら
が
不
当
な
罪
に
陥
れ
ら
れ
て
い
る
事
実
が
な
い
な
ら
ば
、
同
路
総
管
府
の
官
と
と
も
に
犯
人
ら
を

処
刑
場
に
護
送
し
て
、
そ
こ
で
衆
人
に
対
し
て
彼
ら
の
罪
状
を
明
示
し
た
う
え
で
、
上
の
と
お
り
に
処
断
さ
れ
た
い
。
焼
埋
銀
に
つ
い
て

は
、
殺
害
し
た
人
数
を
調
べ
た
う
え
で
、
犯
人
の
家
族
よ
り
均
等
に
徴
収
し
、
そ
れ
を
各
被
害
者
側
に
給
付
さ
れ
た
い
。
逃
走
中
の
劉
大

を
徹
底
的
に
追
跡
し
て
逮
捕
し
た
な
ら
ば
、
取
り
調
べ
を
済
ま
せ
た
う
え
で
、
上
の
と
お
り
に
処
断
施
行
さ
れ
た
い
。
も
し
こ
の
度
の
審

問
に
お
い
て
、
黄
子
先
ら
が
不
当
な
罪
に
陥
れ
ら
れ
て
い
る
旨
を
申
し
立
て
、
確
か
に
疑
う
べ
き
点
が
あ
る
場
合
に
は
、
実
情
を
追
究
し

て
咨
文
に
て
中
書
省
ま
で
報
告
さ
れ
た
い
。
省
府
、
す
な
わ
ち
江
西
行
省
は
此
を
准
け
、
除
外
、
た
だ
ち
に
仰
せ
て
照
験
せ
ら
れ
よ：

至

元
十
八
年
正
月
、
行
省
准
中
書
省
咨
。
臨
江
路
申
。
帰
問
到
黄
子
先
等
、
為
与
在
禁
病
張
狗
仔
并
在
逃
劉
大
等
五
人
、
将
孫
千
戸
・
冷
百

戸
等
八
名
殺
死
、
又�

於
河
内
�
死
七
名
一
起
公
事
。
勘
責
得
一
干
人
各
各
招
證
詞
因
数
内
、
犯
人
身
死
張
狗
仔
状
招
。
係
瑞
州
人
氏
。
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不
合
於
至
元
十
四
年
五
月
二
十
六
日
夜
三
更
前
後
、
与
梢
工
黄
子
先
・
周
子
友
・
李
子
富
・
劉
大
同
謀
、
各
把
孫
千
戸
等
船
上
軍
器
、�

得
孫
千
戸
等
睡
着
。
有
周
子
友
、
用
斧
於
孫
千
戸
頭
上
斫
訖
一
下
、
衆
人
一
斉
下
手
、
将
孫
千
戸
・
冷
百
戸
・
孫
大
・
北
軍
二
名
并
老
小

通
殺
死
八
名
、
推
下
水
�
死
七
名
、
却
将
船
上
人
口
・
財
物
各
各
分
張
、
被
捉
到
官
罪
犯
。
是
実
外
、
見
禁
犯
人
黄
子
先
・
周
子
友
・
李

子
富
状
招
、
各
与
張
狗
仔
状
招
相
同
。
按
察
司
審
復
無
冤
。
咨
請
照
験
事
。
准
此
。
刑
部
議
得
。
黄
子
先
等
所
招
、
殺
死
孫
千
戸
等
一
十

五
人
情
犯
、
皆
合
凌
遅
処
死
外
。
拠
徴
焼
埋
銀
数
、
験
各
賊
殺
死
人
数
内
、
於
犯
人
家
属
依
例
均
徴
、
給
付
苦
主
外
。
在
逃
劉
大
、
根
捉

得
獲
、
帰
勘
、
依
上
処
断
施
行
。
呈
乞
照
詳
。
都
省
議
得
。
黄
子
先
・
周
子
友
・
李
子
富
、
依
准
部
擬
処
死
。
焼
埋
銀
数
、
給
付
苦
主
。

請
差
官
賚
元
行
文
巻
、
前
去
本
路
参
照
。
令
不
干
碍
獄
卒
人
吏
、
将
犯
人
黄
子
先
・
周
子
友
・
李
子
富
三
人
、
審
問
已
招
情
犯
。
委
無
冤

抑
、
与
本
路
総
管
府
一
同
、
将
犯
人
防
護
至
刑
所
、
対
衆
明
示
犯
由
、
依
上
処
断
外
。
拠
焼
埋
銀
数
、
験
殺
死
人
数
、
於
犯
人
家
属
処
均

徴
、
給
付
苦
主
。
及
根
捉
在
逃
劉
大
得
獲
、
帰
勘
、
依
上
処
断
施
行
。
如
是
称
冤
、
委
有
可
疑
情
節
、
研
窮
磨
問
実
情
、
咨
来
。
省
府
准

此
、
除
外
、
合
下
仰
照
験
。

四

諮
問
機
関
と
し
て
の
法
司

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
大
宗
正
府
の
断
事
官
で
あ
れ
、
中
書
省
の
断
事
官
で
あ
れ
、
そ
も
そ
も
法
司
を
断
事
官
だ
と
す
る
こ
と

自
体
、
当
を
得
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宮
崎
氏
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
路
の
申
、
部
の

呈
、
都
省
の
箚
付
、
中
書
・
行
省
の
咨
な
ど
と

『

元
典
章』

に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
官
庁
が
官
文
書
を
発
給
し
、
ま
た
受
理
し
た
跡
が
見

え
る
。
だ
が
、
現
に
案
件
の
審
理
に
関
与
す
る
も
、
法
司
に
は
官
文
書
を
発
給
し
、
受
理
し
た
跡
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
例
え

ば
、｢

法
司
の
呈｣

な
ど
と
い
う
文
言
は

『

元
典
章』

刑
部
中
に
一
切
で
て
こ
な
い
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
法
司
が
官

文
書
発
給
・
受
理
の
主
体
た
る
官
庁
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、『

元
史』

百
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官
志
に
法
司
が
見
え
な
い
の
は
、
ゆ
え
な
し
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

法
司
に
当
た
り
そ
う
な
官
名｣

を

そ
こ
に
見
い
だ
そ
う
と
さ
れ
た
あ
た
り
、
宮
崎
氏
の
見
解
に
は
、
は
な
か
ら
の
無
理
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下

で
は
、
法
司
が

『

元
史』

百
官
志
に
見
え
る
よ
う
な
官
庁
で
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
宮
崎
氏
と
は
ま
た
異
な
る
方
向

か
ら
法
司
を
追
究
し
て
み
た
い
。

先
ず
案
件
を
審
理
す
る
過
程
と
文
書
の
行
移
と
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
案
件
審
理
の
過
程
は
、
例
え
ば
、
地
方
の
路
か
ら

中
央
の
法
司
、
部
、
都
省
へ
と
進
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
文
書
の
行
移
は
こ
れ
と
少
し
く
異
な
る
。
地
方
の
路
が
発
し
た
申
は
都
省
が

中
書
省
の
窓
口
と
し
て
そ
れ
を
受
け
る
。
路
と
中
書
省
と
の
間
に
法
司
が
あ
り
、
路
か
ら
直
接
に
法
司
が
文
書
を
受
け
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
後
の
文
書
の
行
移
に
つ
い
て
は
、[

人
無
け
れ
ば
焼
埋
銀
の
徴
収
を
免
ず：

無
人
口
、
免
徴
焼
埋
銀]

(

至
元
八
＝
一
二

七
一
年
二
月
、
宋
換
児
が
朱
林
を
打
ち
殺
し
た
案
件
。
焼
埋
銀
の
徴
収
が
問
題
と
な
る)

が
参
考
に
な
る

(

�)

。

至
元
八

(

一
二
七
一)

年
二
月
、
尚
書
省
刑
部
の
呈
。
そ
こ
に
備
し
た
泰
安
州
の
申
。
宋
換
児
が
朱
林
を
打
ち
殺
し
た
。
こ
の

件
に
つ
き
宋
換
児
の
死
刑
は
既
に
執
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
徴
収
す
べ
き
焼
埋
銀
に
つ
い
て
宋
換
児
の
母
阿
王
が

｢

現
に
物

乞
い
を
し
て
日
々
を
過
ご
し
て
お
り
、
と
て
も
工
面
し
よ
う
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん｣

と
訴
え
て
い
る
。
実
情
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

彼
女
の
言
葉
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
本
部
が
法
司
に
案
件
を
送
り
検
議
す
る
。(

宋
換
児
に
は
妻
宋
阿
徐
が
い
る
。
こ
の
宋
阿

徐
を
奉
公
に
出
し
て
そ
の
金
を
焼
埋
銀
に
あ
て
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
そ
う
だ
が)

も
し
宋
阿
徐
を
奉
公
に
出
せ
ば
、
彼
女
の

姑
は
年
老
い
て
養
っ
て
く
れ
る
者
も
な
く
、
い
ま
で
も
物
乞
い
を
し
て
日
々
を
過
ご
す
状
態
に
あ
る
た
め
、
宋
阿
徐
を
奉
公
に

出
し
て
そ
の
金
を
焼
埋
銀
に
あ
て
よ
と
も
議
し
が
た
い
。
此
を
得
ら
れ
よ
。
こ
の
件
に
つ
き
尚
書
省
が
中
書
省
に
咨
を
移お

く

り
、
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そ
の
回
報
と
し
て
尚
書
省
が
准う
け
た
中
書
省
の
咨
の
該

あ
ら
ま
し。

都
省
が
判
断
す
る
。
宋
換
児
の
死
刑
は
既
に
執
行
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
焼
埋
銀
五
十
両
は
家
族
よ
り
徴
収
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
宋
換
児
の
母
は
年
老
い
て
お
り
、
子
は
い
ま
だ
幼
く
、
妻
阿

徐
が
一
家
を
養
い
、
物
乞
い
に
身
を
や
つ
し
て
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
工
面
で
き
そ
う
に
な
い
。
ま
た
阿
徐
以

外
に
奉
公
に
出
せ
る
人
と
て
い
な
い
。
本
部
が
判
断
し
た
と
お
り
に
焼
埋
銀
の
徴
収
を
免
ず
る
。
省
府
、
す
な
わ
ち
尚
書
省
は

た
だ
ち
に
仰
せ
て
照
験
施
行
せ
ら
れ
よ：

至
元
八
年
二
月
、
尚
書
省
刑
部
呈
。
備
泰
安
州
申
。
宋
換
児
打
死
朱
林
。
除
宋
換
児

已
正
典
刑
外
、
拠
合
徴
焼
埋
銀
数
、
宋
換
児
母
阿
王
告
称
、
見
行
乞
食
、
無
可
折
挫
。
勘
当
相
同
。
本
部
送
法
司
検
議
得
。
若

令
宋
阿
徐
典
雇
、
却
縁
伊
姑
年
老
、
無
人
恩
養
、
乞
食
度
日
、
難
議
将
本
婦
人
典
雇
、
填
還
焼
埋
銀
数
事
。
得
此
。
移
准
中
書

省
咨
該
。
都
省
議
得
。
宋
換
児
已
正
典
刑
、
拠
家
属
処
合
徴
焼
埋
銀
五
十
両
、
既
是
在
家
母
老
子
幼
、
止
有
妻
阿
徐
侍
養
、
乞

化
過
日
、
別
無
折
挫
。
亦
無
以
次
可
以
典
雇
人
口
。
依
准
本
部
所
擬
、
免
徴
施
行
事
。
省
府
、
合
下
仰
照
験
施
行
。

こ
こ
に
は

｢

本
部
が
法
司
に
案
件
を
送
り
検
議
す
る：

本
部
送
法
司
検
議
得｣

と
、
尚
書
都
省
か
ら
案
件
を
受
け
た
刑
部
が
、
そ

れ
を
法
司
に
送
付
す
る
過
程
が
明
記
さ
れ
て
い
る

(

�)
。
こ
の
部
か
ら
法
司
へ
の
案
件
送
付
の
跡
は

『

元
典
章』

中
に
ほ
と
ん
ど
見
え
な

い
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
案
件
送
付
が
官
文
書
を
用
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
に
、
そ
の
跡
を
こ
と
さ
ら

『

元
典
章』

に
と

ど
め
な
い
だ
け
で
、
実
際
に
は
、
法
司
の
判
断
以
前
に
通
常
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
案
件
送
付
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。で

は
、
こ
の
部
か
ら
法
司
へ
の
送
付
は
す
べ
て
の
案
件
に
つ
き
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

[

心
風
で
人
を
殺
す
は
上
請
す
る：

心
風
殺
人
上
請]

(

至
元
八
＝
一
二
七
一
年
三
月
、
唐
留
住
が
心
風
の
症
状
を
発
し
て
同
居
の
喬
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老
を
打
ち
殺
し
、
彼
の
息
子
喬
大
ら
を
打
ち
つ
け
負
傷
さ
せ
た
案
件)

を
見
て
み
よ
う

(

�)

。

至
元
八

(

一
二
七
一)

年
三
月
、
尚
書
刑
部
が
奉
じ
た
尚
書
省
の
箚
付
。(

刑
部
か
ら
の)

来
呈
。
唐
留
住
は
心
風
を
患
い
そ

の
症
状
を
発
し
た
た
め
に
、
至
元
六

(

一
二
六
九)

年
十
一
月
二
十
四
日
夜
、
何
が
な
ん
だ
か
も
分
か
ら
ず
、
棍
棒
を
探
り
得

て
同
居
の
喬
老
を
打
ち
殺
し
、
彼
の
息
子
喬
大
お
よ
び
留
住
の
妻
阿
李
、
長
女
婆
惜
、
次
女
宜
奴
ら
を
打
ち
つ
け
負
傷
さ
せ
た
。

ま
た
幼
子
の
よ
う
に
棍
棒
を
抱
き
か
か
え
て
箔
内
を
う
ろ
ち
ょ
ろ
と
、
わ
め
き
叫
ん
だ
り
、
笑
っ
た
り
し
な
が
ら
走
り
回
り
、

二
十
七
日
に
至
っ
て
弓
手
に
捉
え
ら
れ
、
は
じ
め
て
心
風
の
症
状
を
発
し
、
喬
老
を
打
ち
殺
し
た
こ
と
を
唐
留
住
自
身
覚
っ
た

次
第
で
あ
る
。
刑
部
が
判
断
す
る
。
唐
留
住
は
即
ち
顛
狂
殺
人
の
事
理
で
あ
る
。
旧
例
ど
お
り
に
、
上
請
し
て
、
勅
の
処
分
を

聴
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
刑
部
の
呈
を
う
け
た
尚
書
省
が
中
書
省
に
咨
を
移お

く

り
、
そ
の
回
報
と
し
て
准う

け
た
中
書
省
の
咨
の
該

あ
ら
ま
し

。

都
省
が
判
断
す
る
。
唐
留
住
は
死
亡
し
た
喬
老
と
生
前
と
り
た
て
て
含
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
こ
と
に
旧
く

か
ら
患
っ
て
い
る
心
風
の
症
状
を
発
し
、
昏
迷
不
省
、
何
が
な
ん
だ
か
も
分
か
ら
ず
、
喬
老
を
打
ち
殺
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
命
を
も
っ
て
罪
を
償
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
唐
留
住
側
よ
り
焼
埋
銀
五
十
両
を
徴
収
し
て
、
被
害
者
側
に

給
付
す
る
こ
と
と
す
る
。
至
元
八
年
二
月
二
十
六
日
、
こ
の
件
に
つ
き
奏
上
し
て
奉
じ
た
聖
旨
。
此
を
欽

つ
つ
し

め
。
仰
せ
て
上
の
と

お
り
に
施
行
せ
ら
れ
よ：

至
元
八
年
三
月
、
尚
書
刑
部
奉
尚
書
省
箚
付
。
来
呈
。
唐
留
住
因
患
心
風
挙
発
、
至
元
六
年
十
一
月

二
十
四
日
夜
、
不
知
怎
生
、
模
得
棍
棒
、
将
本
家
安
下
喬
老
打
死
、
并
将
伊
男
喬
大
及
留
住
妻
阿
李
、
女
婆
惜
、
次
女
宜
奴
、

倶
各
打
傷
。
又
学
小
孩
児
、
抱
着
棍
棒
、
於
箔
内
往
来
、�

叫
笑
走
、
至
二
十
七
日
、
有
弓
手
捉
住
、
纔
知
為
心
風
病
発
打
死

喬
老
罪
犯
。
議
得
。
唐
留
住
即
係
顛
狂
殺
人
事
理
。
照
依
旧
例
、
合
行
上
請
、
聴
勅
処
分
。
為
此
、
移
准
中
書
省
咨
該
。
都
省
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議
得
。
唐
留
住
所
犯
、
既
与
身
死
喬
老
生
前
別
無
讐
嫌
、
委
因
旧
患
心
風
病
証
挙
発
、
昏
迷
不
省
、
不
知
怎
生
、
将
喬
老
打
死
。

不
合
償
命
。
止
擬
於
本
人
処
、
徴
焼
埋
銀
五
十
両
、
給
付
苦
主
。
於
至
元
八
年
二
月
二
十
六
日
、
奏
奉
聖
旨
。
欽
此
。
仰
依
上

施
行
。

旧
例
は
法
司
が
そ
の
判
断
根
拠
と
し
た
金
・
泰
和
律
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
、｢

刑
部
が
判
断
す
る
。
唐
留
住
は
即
ち
顛
狂
殺
人

の
事
理
で
あ
る
。
旧
例
ど
お
り
に
、
上
請
し
て
、
勅
の
処
分
を
聴
く
べ
き
で
あ
る：

議
得
。
唐
留
住
即
係
顛
狂
殺
人
事
理
。
照
依
旧

例
、
合
行
上
請
、
聴
勅
処
分
。｣
と
、
刑
部
が
法
司
に
案
件
を
送
付
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
旧
例
に
言
及
し
判
断
を
く
だ
す
例
が
見

え
て
い
る
。
ま
た
、[

妻
の
父
を
打
ち
殺
す：

打
殺
妻
父]

(

至
元
三
＝
一
二
六
六
年
六
月
、
張
羔
児
が
呉
招
撫
に
誘
い
を
か
け
て
義

父
郭
百
戸
を
打
ち
殺
し
た
案
件)

に
は
、
刑
部
が
法
司
に
案
件
を
送
付
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
前
例
を
調
べ
判
断
を
く
だ
す
例
が
見

え
る

(

�)

。至
元
三

(

一
二
六
六)

年
六
月
、
河
間
路
の
申
。
張
羔
児
が
呉
招
撫
に
誘
い
か
け
義
父
郭
百
戸
を
打
ち
殺
し
た
。
義
父
が
酒
に

酔
っ
て
は
し
ば
し
ば
彼
を
打
罵
し
た
た
め
で
あ
る
。
呉
招
撫
は
牢
内
で
既
に
死
亡
し
て
い
る
。
刑
部
が
前
例
を
調
べ
た
う
え
で

判
断
す
る
。
張
羔
児
は
死
に
処
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
き
刑
部
が
都
省
に
上
呈
し
て
都
省
の
判
断
を
奉
ず
る
。
杖
一
百

七
下
を
執
行
し
終
わ
る：

至
元
三
年
六
月
、
河
間
路
申
。
張
羔
児
為
伊
丈
人
郭
百
戸
帯
酒
屡
常
打
罵
上
、
糾
合
呉
招
撫
将
丈
人

郭
百
戸
打
死
。
除
呉
招
撫
在
牢
身
死
外
。
刑
部
照
擬
得
。
張
羔
児
合
行
処
死
。
呈
奉
省
擬
。
断
一
百
七
下
訖
。
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こ
こ
で
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
前
例
調
べ
が
行
わ
れ
た
か
不
明
だ
が
、
例
え
ば
、[

姦
夫
を
打
ち
殺
す
は
焼
埋
銀
を
徴
収
し
な
い：

打
死
奸
夫
、
不
徴
埋
銀]

(

至
元
六
＝
一
二
六
九
年
十
一
月
十
八
日
、
金
忙
古
歹
が
姦
夫
孫
永
安
を
打
傷
し
て
死
亡
さ
せ
て
し
ま
っ

た
案
件
。
焼
埋
銀
の
徴
収
が
問
題
と
な
る)

に
は
、

至
元
六

(
一
二
六
九)

年
十
一
月
十
八
日
、
中
書
右
三
部

(

の
呈)

。(

路
か
ら
の)

来
申
。
金
忙
古
歹
が
孫
永
安
を
打
傷
し
て

死
亡
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
孫
永
安
が
先
に
彼
の
妻
と
通
姦
し
な
が
ら
夜
間
に
ま
た
家
に
や
っ
て
来
た
た
め
で
あ
る
。
既
に
審
断

官
に
よ
り
杖
一
百
七
下
の
執
行
を
終
え
て
い
る
。
焼
埋
銀
に
つ
き
徴
収
す
べ
き
か
ど
う
か
、
ご
判
断
く
だ
さ
い
。
中
書
右
三
部

が
前
例
を
調
べ
る
。[

前
例]
先
に
拠う

け
た
河
間
路
の
申
。
夜
間
、
何
三
が
屋
内
に
い
る
の
を
范
徳
友
が
見
つ
け
る
。
こ
の
と

き
何
三
が
逃
走
し
た
の
で
、
こ
れ
を
范
徳
友
が
追
い
か
け
追
い
つ
き
、
斧
で
切
り
殺
す
。
范
徳
友
の
妻
と
何
三
と
は
か
つ
て
通

姦
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
つ
き
姦
婦
は
杖
一
百
七
下
、
范
徳
友
は
免
罪
、
焼
埋
銀
は
徴
収
せ
ず
と
部
が
都
省
に
上
呈

し
て
准み

と

め
ら
れ
る
。
今
路
か
ら
拠
け
た
申
に
あ
る
金
忙
古
歹
の
場
合
は
、
范
徳
友
の
場
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
焼
埋
銀
は
徴
収
す
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
ち
に
仰
せ
て
照
験
施
行
せ
ら
れ
よ：

至
元
六
年
十
一
月
十
八
日
、
中
書
右
三

部
。
来
申
。
金
忙
古
歹
為
孫
永
安
先
奸
伊
妻
夜
間
又
来
、
将
本
人
打
傷
身
死
。
已
蒙
審
断
官
断
訖
一
百
七
下
。
拠
焼
埋
銀
、
合

無
追
徴
。
乞
明
降
。
省
部
照
得
。
先
拠
河
間
路
申
。
范
徳
友
更
夜
憧
見
何
三
於
本
家
屋
内
、
本
人
奔
走
、�

上
用
斧
斫
死
。
伊

妻
与
何
三
曾
有
奸
事
。
呈
准
。
将
奸
婦
断
一
百
七
下
、
范
徳
友
免
罪
、
焼
埋
銀
不
曾
追
徴
。
今
拠
見
申
、
即
与
范
徳
友
事
体
無

異
。
其
焼
埋
銀
、
不
合
追
徴
。
合
下
仰
照
験
施
行
。
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と
、
右
三
部
が
調
べ
あ
げ
た
前
例

(

范
徳
友
に
よ
る
姦
夫
何
三
殺
害
の
例)

が
引
用
明
記
さ
れ
、
金
忙
古
歹
か
ら
焼
埋
銀
を
徴
収
す

る
か
、
ど
う
か
と
い
う
懸
案
事
項
を
判
断
す
る
た
め
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
法
司
へ
の
案
件
の
送
付
は
な
い
。

以
上
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
法
司
の
審
理
が
中
央
で
の
審
理
の
必
要
的
一
段
階
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
法
司

に
案
件
を
送
付
し
判
断
を
要
請
す
る
か
ど
う
か
は
部
次
第
、
ま
さ
に
部
が
案
件
を
審
理
す
る
た
め
の
諮
問
機
関
と
し
て
法
司
が
存
在

し
、
そ
の
回
答
が
法
司
に
求
め
ら
れ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

元
初
の
刑
事
裁
判
手
続
上
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
法
司
は
泰
和
律
に
照
ら
し
て
案
件
を
審
理
し
、
そ
の
結
果
を
部
に
報
告

す
る
。
そ
の
判
断
は
泰
和
律
に
案
件
を
あ
て
は
め
機
械
的
に
刑
罰
を
は
じ
き
だ
す
単
純
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
と
き
に
は
あ
え

て
泰
和
律
を
離
れ
る
こ
と
も
あ
る
。[
無
罪
の
駆
を
打
ち
殺
す：

打
死
無
罪
駆]

(

至
元
五
＝
一
二
六
八
年
七
月
初
五
日
、
張
歹
児
が

駆
婦
燕
粉
児
を
鐵
火
箸
で
打
ち
殺
し
、
ひ
そ
か
に
李
留
住
全
家
の
解
放
文
書
を
認
め
交
付
し
た
案
件)

で
は
、

衛
輝
路
の
申
。
取
り
調
べ
を
終
え
た
東
平
路
に
住
む
探た

馬ま

赤ち

張
歹
児

(

の
供
述)

。
至
元
五

(

一
二
六
八)

年
七
月
初
五
日
、

駆
婦
燕
粉
児
が
馬
を
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
ふ
と
ど
き
に
も
、
彼
女
を
鐵
火
箸
で
打
ち
殺
し
、
ひ
そ
か
に
李
留
住
全
家

の
解
放
文
書
を
認
め
交
付
い
た
し
ま
し
た
。

法
司
が
判
断
す
る
。
駆
を
殺
害
し
た
と
い
う
こ
と
で
断
罪
す
れ
ば
、
は
な
は
だ

重
き
に
わ
た
る
よ
う
で
あ
る
。
李
留
住
全
家
の
身
分
を
解
放
し
た
と
い
う
事
実
を
考
慮
し
て
張
歹
児
の
罪
を
免
じ
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
部
は
法
司
の
判
断
を
准み

と

め
、
都
省
に
上
呈
し
て
准
め
ら
れ
る
：
衛
輝
路
申
。
帰
問
到
東
平
路
住
坐
探
馬
赤
張
歹

児
。
不
合
於
至
元
五
年
七
月
初
五
日
、
為
失
了
馬
疋
、
用
鐵
筋
彊
、
打
死
駆
婦
燕
粉
児
、
私
下
立
与
李
留
住
全
家
放
良
文
字
。

法
司
擬
。
若
依
殺
駆
断
罪
、
似
渉
太
重
、
合
無
依
准
放
良
、
将
犯
人
免
罪
。
部
准
擬
。
呈
省
准
。

法と政治 62巻 1号 (2011年 4月)

論

説

622

一
六
四

Ⅱ



と
、
身
分
解
放
の
事
実
を
考
慮
し
て
張
歹
児
の
罪
を
免
ず
る
判
断
を
し

(

�)

、
ま
た
第
二
節
に
言
及
し
た
断
事
官
曲
出
が
見
え
る

[

強
姦

未
遂
の
姦
夫
を
打
ち
殺
す]

で
は
、

李
松
の
妻
阿
耿
に
つ
い
て
法
司
が
判
断
す
る
。
李
松
と
同
じ
く
、
陳
宝
童
の
強
姦
が
未
遂
だ
っ
た
か
の
ご
と
き
、
虚
偽
の
供
述

を
か
さ
ね
た
罪
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
。
旧
例
で
は
、
強
姦
の
被
害
者
た
る
婦
女
は
罪
に
問
わ
な
い
。
阿
耿
は
収
監
し
て
罪

科
を
要も

と

め
ら
れ
る
こ
と
を
い
と
わ
ん
が
た
め
に
、
た
だ
陳
宝
童
が
彼
女
の
衣
裳
を
ひ
っ
ぱ
っ
た
の
み
と
供
述
し
た
の
で
あ
る
。

も
し
こ
の
供
述
の
虚
偽
な
る
を
も
っ
て
阿
耿
の
罪
を
定
め
れ
ば
、
そ
も
そ
も
強
姦
を
被
る
こ
と
自
体
罪
に
問
わ
な
い
の
で
あ
る

か
ら
不
都
合
を
生
じ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
阿
耿
は
罪
な
し
と
は
い
え
な
い
が
、
刑
罰
を
執
行
す
べ
き
で
は
な
い：

李
松
妻
阿

耿

法
司
擬
。
旧
例
、
強
奸
婦
女
不
坐
。
避
怕
監
収
要
罪
、
止
説
陳
宝
童
将
衣
裳�

着
。
若
擬
不
実
定
罪
、
縁
已
被
強
奸
不
坐
。

今
雖
有
招
渉
不
合
治
罪
。
部
擬
、
呈
省
准
免
罪
。

と
、
李
松
の
妻
阿
耿
が
虚
偽
の
供
述
を
し
た
背
景(
強
姦
被
害
者
も
罪
に
な
る
と
い
う
誤
っ
た
考
え
か
ら
虚
偽
の
供
述
が
な
さ
れ
た)

を
考
慮
し
、
文
字
通
り
律
儀
に
で
は
な
く
、
彼
女
の
罪
を
免
ず
る
判
断
を
す
る

(

�)

。
こ
の
点
、
宮
崎
氏
が
そ
の
見
解
最
終
部
分
で
、

只
一
つ
明
白
な
こ
と
は
、
第
一
審
に
当
た
る
法
司
は
金
の
泰
和
律
を
墨
守
し
て
擬
刑
を
行
っ
て
い
た
衙
門
で
あ
つ
て
、
犯
罪
に

対
し
て
常
に
旧
例
な
る
も
の
を
引
用
し
て
、
刑
を
擬
し
て
い
る
が
、
こ
の
旧
例
な
る
も
の
は
諸
先
学
の
既
に
説
か
れ
た
如
く
、

金
の
泰
和
律
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
金
律
の
刑
罰
体
系
は
其
ま
ま
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
宋
の
折
杖
法
に
も
比
す
べ
き
、
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徒
杖
減
半
法
が
あ
つ
た
の
で
、
法
司
の
任
務
は
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
、
泰
和
律
の
該
当
す
る
刑
罰
を
検
出
し
、
更
に
之
を
減
半

法
に
翻
訳
す
る
に
あ
っ
た
。

と
述
べ
ら
れ
る
の
は
少
し
く
不
正
確
で
あ
る
。
あ
る
い
は
細
か
い
議
論
に
わ
た
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
判
断
は
付
け
焼
き

刃
的
に
法
知
識
を
身
に
つ
け
た
者
が
よ
く
な
し
得
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
律
の
適
用
技
術
を
熟
知
す
る
、
ま
さ
に
中
国
的
ジ
ュ

リ
ス
ト
の
判
断
で
あ
る
。
法
も
事
実
も
枉
げ
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
巧
妙
に
理
由
を
つ
け
法
の
適
用
を
見
送
り
、
妥
当
な
結
果
を
求

め
よ
う
と
し
て
い
る
。
宮
崎
氏
の
い
う

｢

金
の
泰
和
律
を
墨
守
し
て
擬
刑
を
行
う｣

と
い
う
機
械
的
な
判
断
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
自
ず
か
ら
一
つ
の
法
司
像
を
描
か
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
法
司
は
泰
和
律
に
よ
ほ
ど
馴
染

ん
だ
、
例
え
ば
、
金
王
朝
で
法
実
務
を
担
当
し
た
者
た
ち
の
流
れ
を
、
そ
の
ま
ま
に
引
き
継
ぐ
者
、
な
い
し
は
者
た
ち
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
法
司
像
で
あ
る
。
こ
う
し
た
法
司
像
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
当
然
に
、
金
王
朝
滅
亡
後

(

一
二
三
四
年)

も
広
く

泰
和
律
の
行
用
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
な
し
に
は
至
元
年
間
の
法
司
に
よ
る
泰
和
律
の
行
用
も
考
え
が

た
い
。『

元
史』

世
祖
紀
四

(

巻
七)

、
至
元
八
年
十
一
月
乙
亥
条
に
見
え
る

｢

金
泰
和
律
を
行
う
を
禁
ず：

禁
行
金
泰
和
律｣

と
い

う
記
事
は
、
た
だ
法
司
に
よ
る
泰
和
律
の
行
用
を
停
止
さ
せ
た
も
の
と
い
う
の
で
は
な
く
、
金
王
朝
滅
亡
後
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で

脈
々
と
続
い
て
き
た
泰
和
律
の
行
用
を
停
止
さ
せ
た
も
の
と
し
て
一
応
理
解
し
、
あ
え
て
前
記
の
法
司
像
を
描
い
て
お
き
た
い
。

(

�)
『

元
典
章』

刑
部
中
、
法
司
の
判
断
が
含
ま
れ
る
案
牘
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
以
下
校
定
本
の
頁
を
付
し
て
掲
げ
て
お
く
。

打
死
姪

(

校
定
本
第
一
冊
七
二
頁)

失
口
道
大
言
語

(

校
定
本
第
一
冊
七
七
頁)

誣
告
道
大
言
語

(

校
定
本
第
一
冊
七
七
頁)

駆
奴

斫
傷
本
使

(

校
定
本
第
一
冊
八
八
頁)

奴
殺
本
使

(

校
定
本
第
一
冊
八
八
頁)
奴
殺
本
使
・
又

(

校
定
本
第
一
冊
八
八
頁)

強
奸
男
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婦
未
成

(

校
定
本
第
一
冊
九
八
頁)

翁
奸
男
婦
未
成

(

校
定
本
第
一
冊
九
八
頁)

奸
弟
妻

(

校
定
本
第
一
冊
一
〇
一
頁)

闌
入
禁
苑

(

校
定
本
第
一
冊
一
〇
六
頁)

因
奸
謀
殺
本
夫

(

校
定
本
第
一
冊
一
一
一
頁)

因
奸
同
謀
勒
死
本
夫

(

校
定
本
第
一
冊
一
一
二
頁)

因

奸
同
謀
打
死
本
夫

(

校
定
本
第
一
冊
一
一
三
頁)

薬
死
本
夫

(

校
定
本
第
一
冊
一
一
三
頁)

�

打
致
死

(

校
定
本
第
一
冊
一
二
二
頁)

因
闘
誤
傷
傍
人
致
死

(

校
定
本
第
一
冊
一
二
四
頁)

因
闘
誤
傷
傍
人
致
死
・
又

(

校
定
本
第
一
冊
一
二
四
頁)

船
辺
作
戯
�
死

(

校
定

本
第
一
冊
一
二
八
頁)

走
馬
撞
死
人

(

校
定
本
第
一
冊
一
三
〇
頁)

車
碾
死
人

(

校
定
本
第
一
冊
一
三
一
頁)

馬
駕
車
碾
死

(

校
定

本
第
一
冊
一
三
二
頁)

打
死
妻

(

校
定
本
第
一
冊
一
三
五
頁)

打
死
婿

(

校
定
本
第
一
冊
一
三
八
頁)

打
死
男
婦

(

校
定
本
第
一
冊

一
三
八
頁)

�
死
親
女

(

校
定
本
第
一
冊
一
四
〇
頁)

�
死
有
罪
男

(

校
定
本
第
一
冊
一
四
〇
頁)

帯
酒
殺
無
罪
男

(

校
定
本
第
一

冊
一
四
一
頁)

殺
放
良
奴

(

校
定
本
第
一
冊
一
四
五
頁)

打
死
無
罪
駆

(

校
定
本
第
一
冊
一
四
五
頁)

殴
死
有
罪
駆

(

校
定
本
第
一

冊
一
四
五
頁)

良
人
殺
駆

(
校
定
本
第
一
冊
一
四
六
頁)

打
死
同
駆

(

校
定
本
第
一
冊
一
四
七
頁)

打
死
強
奸
未
成
奸
夫

(

校
定
本

第
一
冊
一
五
〇
頁)

打
死
定
婚
夫
還
活

(

校
定
本
第
一
冊
一
五
一
頁)

因
奸
殺
人
偶
獲
生
免

(

校
定
本
第
一
冊
一
五
二
頁)

殺
死
奸

夫

(

校
定
本
第
一
冊
一
五
三
頁)
殺
死
盗
奸
寝
婦
奸
夫

(

校
定
本
第
一
冊
一
五
四
頁)

賺
推�

死
奸
婦

(

校
定
本
第
一
冊
一
五
六
頁)

殺
死
奸
婦

(

校
定
本
第
一
冊
一
五
六
頁)
打
死
犯
奸
妾

(

校
定
本
第
一
冊
一
五
七
頁)

年
老
打
死
人
贖
罪

(

校
定
本
第
一
冊
一
五
八

頁)

碾
死
人
移
屍

(

校
定
本
第
一
冊
一
六
五
頁)

無
人
口
免
徴
焼
埋
銀

(

校
定
本
第
一
冊
一
八
六
頁)

殴
人

(

校
定
本
第
一
冊
一
九

三
頁)

殴
所
属
吏
人

(

校
定
本
第
一
冊
一
九
四
頁)

刀
刃
傷
人

(

校
定
本
第
一
冊
一
九
五
頁)

他
物
傷
人

(

校
定
本
第
一
冊
一
九
五

頁)

折
跌
支
体

(

校
定
本
第
一
冊
一
九
五
頁)

強
奸
無
夫
婦
人

(

校
定
本
第
一
冊
二
〇
九
頁)

強
奸
幼
女
処
死

(

校
定
本
第
一
冊
二

一
〇
頁)

強
奸
幼
女
処
死

(

校
定
本
第
一
冊
二
一
二
頁)
和
奸
有
夫
婦
人

(

校
定
本
第
一
冊
二
一
五
頁)

夫
受
財
縦
妻
犯
奸

(

校
定

本
第
一
冊
二
一
七
頁)

男
婦
執
謀
翁
奸

(

校
定
本
第
一
冊
二
二
〇
頁)

赦
前
犯
奸
告
発
在
後

(

校
定
本
第
一
冊
二
二
五
頁)

犯
奸
放

火

(

校
定
本
第
一
冊
二
二
五
頁)

奴
奸
主
幼
女
例

(

校
定
本
第
一
冊
二
三
一
頁)

奴
碑
相
奸

(

校
定
本
第
一
冊
二
三
四
頁)

偸
斫
樹

木
免
死

(

校
定
本
第
二
冊
三
六
四
頁)

放
火
焼
死
人

(

校
定
本
第
二
冊
三
九
五
頁)

父
首
子
焼
人
房
舎

(

校
定
本
第
二
冊
三
九
五
頁)

無
官
詐
称
有
官

(

校
定
本
第
二
冊
四
四
五
頁)

詐
写
大
王
令
旨

(

校
定
本
第
二
冊
四
四
六
頁)

奴
誣
告
主
断
例

(

校
定
本
第
二
冊
四
七

九
頁)

脱
囚
看
守
罪
例

(

校
定
本
第
二
冊
五
七
七
頁)

脱
囚
看
守
罪
例
・
又

(
校
定
本
第
二
冊
五
七
七
頁)
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(

�)
『

元
典
章』

巻
四
三

(

刑
部
五)

、
校
定
本
第
一
冊
一
八
六
頁
以
下
。

(
�)

こ
の
案
牘
は
中
書
省
と
尚
書
省
と
が
併
設
さ
れ
て
い
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
中
書
省
各
部
は
尚
書
省
の
も
と
に
配
さ

れ
、
例
え
ば
本
案
に
見
え
る
よ
う
に

｢

尚
書
省
刑
部｣

と
な
る
が
、
部
と
法
司
の
関
係
を
考
察
す
る
に
は
差
し
支
え
な
い
。
中
書
省
と
尚

書
省
と
の
併
設
に
つ
い
て
は
和
田
清
編
著

『

中
国
官
制
発
達
史』

三
二
五
頁
に
詳
し
い
。
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)
『

元
典
章』

巻
四
二

(

刑
部
四)

、
校
定
本
第
一
冊
一
五
九
頁
。

(

�)
『

元
典
章』
巻
四
一

(

刑
部
三)

、
校
定
本
第
一
冊
九
一
頁
。

(

�)
『

元
典
章』
巻
四
三

(

刑
部
五)

、
校
定
本
第
一
冊
一
八
七
頁
。

(

�)
『

元
典
章』

巻
四
二

(
刑
部
四)

、
校
定
本
第
一
冊
一
四
五
頁
。
前
掲

[

有
罪
の
駆
を
殴
り
殺
す]

に
見
え
る
旧
例
に
は

｢

奴
婢
に
罪

が
あ
り
、
官
司
に
請
う
こ
と
な
く
殺
害
し
た
者
は
杖
一
百
と
す
る
。
罪
が
な
い
の
に
殺
害
し
た
者
は
徒
一
年
と
す
る｣

と
あ
る
。
こ
の
徒

一
年
は
元
朝
の
刑
罰
で
は
杖
六
十
七
と
な
る
。

(

�)

李
松
に
つ
い
て
の
判
断
を
述
べ
る
箇
所
に
見
え
る
旧
例
に
は

｢

三
品
の
官
司
を
あ
ざ
む
き
実
情
を
申
さ
な
い
者
は
杖
六
十
と
す
る｣

と
あ
る
。
こ
の
杖
六
十
は
元
朝
の
刑
罰
で
は
杖
三
十
七
と
な
る
。

五

む
す
び
に
か
え
て

法
司
の
判
断
は
そ
の
ま
ま
部
・
都
省
に
承
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
部
・
省
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、

[

奴
が
本
使
を
殺
す
・
又：

奴
殺
本
使
・
又]

(

至
元
四
＝
一
二
六
七
年
八
月
、
路
驢
児
が
本
使
忽
林
察
を
殺
害
し
た
う
え
で
本
使
の

妻
唆
魯
忽
論
を
拉
致
逃
亡
し
、
彼
女
と
通
姦
し
た
案
件)

に
は
、
唆
魯
忽
論
の
刑
罰
に
つ
い
て
の
判
断
に
つ
き
、
そ
の
修
正
例
が
見

え
る

(

�)

。
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ま
た
西
京
路
の
申
。
取
り
調
べ
を
終
え
た
路
驢
児
の
供
述
。
至
元
四

(

一
二
六
七)

年
八
月
、
本
使
忽
林
察
を
刀
で
切
り
殺
し
、

脅
し
つ
け
て
本
使
の
妻
唆
魯
忽
論
を
連
れ
逃
亡
し
、
通
姦
し
た
罪
で
ご
ざ
い
ま
す
。
取
り
終
え
た
唆
魯
忽
論
の
供
述
も
相
同
じ

で
あ
る
。
／
路
驢
児
に
つ
き
法
司
が
判
断
す
る
。
旧
例
で
は
、
奴
婢
が
主
を
殺
す
者
は
皆
斬
と
す
る
。
本
件
路
驢
児
は
死
に
処

す
べ
き
で
あ
る
。
部
は
法
司
の
判
断
を
准み

と

め
都
省
に
上
呈
し
、
都
省
も
そ
れ
を
准
め
る
。
／
唆
魯
忽
論
に
つ
き
法
司
が
判
断
す

る
。
旧
例
で
は
、
奴
が
主
を
姦
す
る
者
は
絞
と
し
、
婦
女
は
罪
一
等
を
減
じ
て
徒
五
年
と
す
べ
き
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
供
述
。

奴
が
夫
を
殺
し
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
告
言
し
な
か
っ
た
罪
に
つ
い
て
、
旧
例
で
は
、
祖
父
母
・
父
母
及
び
夫
が
人
に
殺
さ
れ

私
和
す
る
者
は
徒
四
年
と
す
る
。
私
和
す
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
期
以
上
の
親
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
三
十
日
を

経
過
し
て
も
告
言
し
な
い
者
は
、
罪
二
等
を
減
じ
て
徒
二
年
と
す
る
。
二
罪
と
も
に
有
れ
ば
、
重
き
に
従
い
そ
の
罪
を
論
じ
る
。

し
た
が
っ
て
唆
魯
忽
論
は
徒
五
年
に
あ
た
る
杖
八
十
下
と
し
、
肌
脱
ぎ
に
て
受
刑
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
部
が
判
断
す
る
。
夫

を
殺
害
さ
れ
そ
の
犯
人
に
従
い
逃
亡
し
通
姦
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
に
准う

け
た
法
司
の
判
断
は
、
も
っ
と
も
重
い
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
夫
殺
害
に
つ
き
首
告
し
な
か
っ
た
罪
に
つ
い
て
情
況
を
斟
酌
し
て
杖
六
十
七
下
と
す
る
。
部
が
都
省
に
上
呈
し
て
奉

じ
た
都
省
の
箚
付
。
路
驢
児
に
つ
い
て
は
報
を
待
つ
と
し
て
、
唆
魯
忽
論
が
夫
殺
害
の
犯
人
の
妻
と
な
り
、
諸
処
に
逃
げ
隠
れ

し
、
半
年
間
首も

う

さ
な
か
っ
た
罪
は
杖
一
百
七
下
と
す
る：
又
西
京
路
申
。
帰
問
到
路
驢
児
招
伏
。
至
元
四
年
八
月
、
将
本
使
忽

林
察
用
刀
子
扎
死
、
嚇
要
本
使
妻
唆
魯
忽
論
、
在
逃
通
奸
罪
犯
。
取
到
本
婦
招
伏
相
同
。
／
路
驢
児

法
司
擬
。
旧
例
、
奴
婢

殺
主
者
皆
斬
。
其
路
驢
児
、
合
行
処
死
。
部
准
擬
、
呈
省
准
擬
。
／
唆
魯
忽
論

法
司
擬
。
旧
例
、
奴
奸
主
者
絞
、
婦
女
減
一

等
、
合
徒
五
年
。
又
招
。
知
奴
殺
夫
不
告
罪
犯
。
旧
例
、
祖
父
母
父
母
及
夫
、
為
人
所
殺
私
和
者
徒
四
年
。
雖
不
私
和
、
知
殺

期
以
上
親
、
経
三
十
日
不
告
者
、
減
二
等
徒
二
年
。
二
罪
倶
有
、
従
重
者
論
。
唆
魯
忽
論
合
徒
五
年
、
杖
八
十
下
。
去
衣
受
刑
。
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部
擬
。
既
是
主
被
殺
害
随
従
在
逃
通
奸
、
前
准
法
司
所
擬
、
似
為
尤
重
。
止
拠
不
行
首
告
罪
犯
、
量
情
六
十
七
下
。
呈
奉
省
箚
。

除
路
驢
児
待
報
外
、
唆
魯
忽
論
不
合
与
賊
為
妻
、
諸
処
蔵
�
、
半
年
不
首
罪
犯
、
杖
一
百
七
下
。

こ
れ
は
法
司
の
判
断
を
部
が
修
正
し
、
そ
の
部
の
判
断
を
ま
た
都
省
が
修
正
す
る
例
だ
が
、
こ
う
し
た
一
つ
ひ
と
つ
の
具
体
的
案

件
に
つ
き
な
さ
れ
た
判
断
が
前
例
と
な
り
、
以
後
の
刑
事
裁
判
で
の
判
断
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
種
の
法
創
造

活
動
で
あ
り
、
そ
の
一
翼
を
法
司
が
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
期
の
法
創
造
活
動
を
語
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま

法
司
を
介
し
て
元
に
律
令
法
が
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
語
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
元
朝
は
法
典
と
し
て
律
・
令
を
制
定
し
な
か
っ

た
が
、
決
し
て
そ
れ
と
隔
絶
し
た
法
の
世
界
を
形
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
正
史
に
名
を
連
ね
る
中
国
王
朝
で
あ
る
。

至
元
八

(

一
二
七
一)

年
を
も
っ
て
法
司
は
姿
を
消
す
。
同
年
、
国
号
を
正
式
に

｢

元｣

と
定
め
中
国
の
正
統
王
朝
と
な
る
な
か
、

前
王
朝
の
法
制
度
を
用
い
る
こ
と
の
可
否
と
い
う
理
念
的
問
題
が
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う

(

�)

。
た
だ
そ
れ
に
加
え

て
、
こ
の
頃
ま
で
に
、
既
に
十
分
な
前
例
が
備
わ
り
、
か
つ
法
司
へ
の
諮
問
を
通
じ
て
あ
る
程
度
刑
部
官
自
身
に

｢

中
国
的
ジ
ュ
リ

ス
ト｣

の
資
質
が
備
わ
っ
て
き
た
た
め
、
法
司
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
て
き
た
と
い
う
現
実
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
指

摘
し
て
本
稿
を
終
え
た
い
。

(

�)
『

元
典
章』

巻
四
一

(

刑
部
三)

、
校
定
本
第
一
冊
八
八
頁
以
下
。

(

�)
『

元
史』

世
祖
紀
四

(

巻
七)

、
至
元
八
年
十
一
月
乙
亥
条
に

｢

金
泰
和
律
を
行
う
を
禁
ず
。
建
国
、
号
し
て
曰
く
大
元
と：

禁
行
金

泰
和
律
。
建
国
、
号
曰
大
元｣

と
あ
る
。
フ
ビ
ラ
イ
に
よ
る
南
宋
征
圧
は
そ
の
八
年
後
、
至
元
一
六

(

一
二
七
九)

年
で
あ
る
。
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Criminal Procedure and Fasi (法司)
in early Yuan Dynasty

Toshimitsu SHICHINO

In many Criminal Cases of early Yuan Dynasty (元朝, 1279�1368), we

find Fasi (法司) acting as a Justice. As to Fasi, Prof. Ichisada Miyazaki ex-

plains that Fasi may be another name of Duanshiguan (断事官), using the

name of “Fasi”, Duanshiguan acts as a Justice (which is not his original

duty). In his opinion as to Fasi, however, remain some vague points. Thus,

in this paper, I would like to re-examine the Criminal Cases on

Yuandianzhang (元典章), and conclude that Fasi, who is not Duanshiguan,

never acts as a Justice, but acts as a Legal Consultative Body in the particu-

lar Trial System at the age.
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